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１．特別支援教育の現状について
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特別支援教育を受ける児童生徒数の概況
○ 障害のある子供に対し、多様な学びの場において、少人数の学級編制、特別の教育課程等による適切な指導及び支援を実施。

※通常の学級に在籍し、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合：推定値 8.8％（小・中）、推定値 2.2%（高）
（令和４年文部科学省の調査において、学級担任等による回答に基づくものであり、医師の診断等によるものでない点に留意。）

※※「小学校」には義務教育学校前期課程を、「中学校」には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程を、「高等学校」には中等教育学校後期課程を含む。四捨五入の関係で、内訳の足し上げと合計が一致しないことがある。

特別支援学校
小・中学校等

特別支援学級 通級による指導

概要 障害の程度が比較的重い子供を対象として、専門性
の高い教育を実施

障害の種別ごとの学級を編制し、子供一人一
人に応じた教育を実施

大部分の授業を在籍する通常の学級で受け
ながら、一部の時間で障害に応じた特別な指
導を実施

対象障害種と人数

視覚障害  （約4,700人）
聴覚障害  （約7,500人）
知的障害  （約141,100人）
肢体不自由 （約30,200人）
病弱・身体虚弱（約19,300人）

※重複障害の場合はダブルカウントしている

合計：約151,400人 (※令和5年度）
（平成25年度の約1.1倍）

知的障害          （約164,000人）
肢体不自由             （約4,400人）
病弱・身体虚弱       （約4,200人）
弱視                         （約600人）
難聴         （約1,800人）
言語障害       （約1,200人）
自閉症・情緒障害  （約196,500人）

合計：約372,800人 (※令和5年度）
（平成25年度の約2.1倍）

言語障害               （約48,600人）
自閉症                  （約42,100人）
情緒障害              （約24,900人）
弱視           （約260人）
難聴           （約2,100人）
学習障害       （約37,000人）
注意欠陥多動性障害 （約43,100人）
肢体不自由                  （約170人）
病弱・身体虚弱              （約100人）   
合計：約198,300人 （※令和4年度）

（平成25年度の約2.5倍）

幼児児童生徒数
幼稚部：約  1,200人 
小学部：約51,100人
中学部：約33,400人
高等部：約65,600人

小学校：約265,700人
中学校：約107,000人

小学校：約164,700人
中学校：約 31,600人
高等学校：約 2,100人
（※令和4年度）

学級編制
定数措置
（公立）

【小・中】１学級６人
【高】  １学級８人
※重複障害の場合、１学級３人

【小・中】１学級８人
【小・中】13人に１人の教員を措置
※平成29年度から段階的に基礎定数化

【高】 加配措置

教育課程

各教科等に加え、「自立活動」の指導を実施。障
害の状態等に応じた弾力的な教育課程が編成可。
※知的障害者を教育する特別支援学校では、知的
障害の特性等を踏まえた教科を別に設けている。

基本的には、小学校・中学校の学習指導要
領に沿って編成するが、実態に応じて、特別支
援学校の学習指導要領を参考とした特別の
教育課程が編成可。

通常の学級の教育課程に加え、又はその一部
に替えた特別の教育課程を編成。
【小・中】週１～８コマ以内
【高】年間７単位以内

それぞれの児童生徒について個別の教育支援計画（家庭、地域、医療、福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で教育
的支援を行うための計画）と個別の指導計画（一人一人の教育的ニーズに応じた指導目標、内容、方法等をまとめた計画）を作成。

義務教育段階の
全児童生徒の
0.9% (※令和5年度）

義務教育段階の
全児童生徒の
4.0%
(※令和5年度）

義務教育段階の
全児童生徒の
2.1%
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特別の教育課程の編成について

特別支援学校
小学校等

特別支援学級 通常の学級
通級による指導

特別の
教育
課程

「自立活動」の実施に加え、障害の
状態に応じた弾力的な教育課程が
編成可。
知的の特別支援学校では、知的障
害の特性等を踏まえた各教科が設定
されている。

（編成の主な例）
・小中学校等に準じた教育課程
・下学年の教育課程を編成する場合
・特別支援学校（知的障害）各教
科に一部又は全部を替えた教育課
程を編成する場合

・自立活動を主とする教育課程を編
成する場合 等

※学教法施行規則第126条第１、2項

「自立活動」の実施に加え、
実態に応じて、特別支援
学校の学習指導要領を参
考とした特別の教育課程
が編成可。

※学教法施行規則第138条

通常の学級の教育課程に加
え、又はその一部に替えた特
別の教育課程を編成し、「自
立活動」を実施。

※学教法施行規則第140条

ー
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（参考）下学年の教育課程を編成する場合

○当該学年の前の学年の各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、
 特別活動の目標及び内容の一部又は全部によって替えることができる。

【小学校第４学年で編成された下学年の教育課程の例】

【出典（図について）】（独）国立特別支援教育総合研究所「インクルーシブ教育システムの推進を目指す特別支援学級の教育
課程編成・実施ガイドブックー知的障害および自閉症・情緒障害特別支援学級を中心にー」（令和３年3月発行）
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（参考）小・中学校の各教科を特別支援学校（知的障害）各教科に一部又は全部を
替えた教育課程を編成する場合

○ 小・中学校の各教科の目標及び内容を特別支援学校（知的障害）各教科の目標及び内容の
一部又は全部に替えて教育課程を編成することができる。

〇 特別支援学校（知的障害）の各教科の目標は、小学校及び中学校との連続性が考慮されて
いるが、目標及び内容は知的障害のある児童生徒の学習上の特性等を踏まえ、学年ではなく段
階別に内容を示しており、小学部３段階、中学部２段階となっている。

【中学校の場合】

【出典（図について）】（独）国立特別支援教育総合研究所「インクルーシブ教育システムの推進を目指す特別支援学級の教育
課程編成・実施ガイドブックー知的障害および自閉症・情緒障害特別支援学級を中心にー」（令和３年3月発行）



「自立活動」とは

具体的には・・・

【概要】
自立活動は、個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために
必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培うことを目標とし、特別支援学校学習指導
要領にその目標及び内容等が示されている。
自立活動の内容は、特別支援学校学習指導要領において、６区分27項目で示されており、指導に当たっては個別の指導
計画を作成することが規定されている。

【小学校における取扱い】
障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため，
・ 特別支援学級において「自立活動を取り入れること」
・ 通級による指導において「自立活動の内容を参考とし、（中略）指導を行う」
と小学校学習指導要領に規定されている。（中学校は、小学校と同様に規定、高等学校は通級による指導のみ規定）

【時数】学習指導要領において、「障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて、適切に定める」とされている。

【事例Ａ】言語障害（吃音）。自分の話したいことを自分から話せない。

目標：①自分の話したいことを自分から話し出せる。
 ②人前で吃音が出てしまっても過度に不安にならず、落ち着いて行動が

できる。

方法：①体験したことや興味のあることについて、自分から意欲的に話をする。
 ②吃音理解に関する本を一緒に読み、わからないことを話し合う。
 ③いろいろな読み方や話し方を体験し、話し方は１通りではないことを

知る。

→ 自分の話したいことを安心して自分から話す機会が増加した。
 色々な話し方を体験し、うまく話せないときに過度に不安にならず落ち着いて  
対処ができるようになった。

【事例Ｂ】注意欠陥多動性障害。衝動性等により学級のルール等を守ることが
苦手である。

目標：①ルールを守ることの大切さを知る。
 ②衝動的な言動を自分でコントロールする力を高める。

方法：①個別や小集団において、簡単なルールのあるゲーム等に取り組み、
ルールを守ることや負けた時の対応方法などを身に付ける。

 ②学校の中で起こる実際の場面を絵やビデオで振り返りながら、適切な
行動を、その理由とともに話し合う。

 ③気持ちを安定させるための、身体を自分でコントロールする方法を学ぶ。

→ 成功体験を実感することを通じて、衝動的な行動をコントロールしようとする場
 面が増え、円滑な集団参加ができるようになった。
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内 容 項 目

１ 健康の保持

（1） 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
（2） 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
（3） 身体各部の状態の理解と養護に関すること。
（4） 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。
（5） 健康状態の維持・改善に関すること。

２ 心理的な安定
（1） 情緒の安定に関すること。
（2） 状況の理解と変化への対応に関すること。
（3） 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。

３ 人間関係の形成
（1） 他者とのかかわりの基礎に関すること。
（2） 他者の意図や感情の理解に関すること。
（3） 自己の理解と行動の調整に関すること。
（4） 集団への参加の基礎に関すること。

４ 環境の把握

（1） 保有する感覚の活用に関すること。
（2）  感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。
（3） 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
（4） 感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること。
（5） 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

５ 身体の動き

（1） 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
（2） 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
（3） 日常生活に必要な基本動作に関すること。
（4） 身体の移動能力に関すること。
（5） 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

６コミュニケーション

（1） コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
（2） 言語の受容と表出に関すること。
（3） 言語の形成と活用に関すること。
（4） コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
（5） 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

自立活動の内容（６区分27項目）

※自立活動の内容の取扱いは、各教科等のようにそのすべてを取り扱うものではなく、 個々の児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等の的確な把握に基づき，指導す
べき課題を明確にすることによって，指導のねらい及び指導内容を設定し，個別の指導計画を作成するものとする。その際、上記に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それ
らを相互に関連付け、具体的に指導内容を設定するものとする。（詳細は、特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編を参照）



○ 直近１０年間で義務教育段階の児童生徒数は１割減少する一方で、特別支援教育を受ける児童生徒数は倍増。

○ 特に、特別支援学級の在籍者数（２．１倍）、通級による指導の利用者数（２．３倍）の増加が顕著。

視覚障害 聴覚障害 知的障害
肢体不自由 病弱・身体虚弱

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数

知的障害 肢体不自由
身体虚弱 弱視 難聴
言語障害 自閉症・情緒障害

小 学 校 ・ 中 学 校

通常の学級（通級による指導）
言語障害 自閉症 情緒障害
弱視 難聴 学習障害
注意欠陥多動性障害
肢体不自由 病弱・身体虚弱

６.７万人
０.７％

１７.５万人
２.０％

７.8万人
１.０％

１,０3０万人 ９４１万人

８.５万人
０.９％

３７.３万人
４.０％

１９.６万人
２.１％

（注）

３２.０万人
３.１％

６５.４万人
７.０％特別支援教育を受ける児童生徒数

特別支援学級

特別支援学校等の児童生徒の増加の状況(H25→R５)

（平成25年度） （令和5年度）

※矢印内の数値は、令和５年度（通級による指導については令和４年度）の児童生徒数を平成25年度の児童生徒数で除し、小数第１位未満を四捨五入したもの。
（注）通級による指導を受ける児童生徒数（19.6万人）は、最新の調査結果であるR4年度通年（国公私立）の値を用いている。

なお、平成25年度の通級による指導を受けている児童生徒数（7.8万人）は、5月１日時点（公立のみ）の値。 10



※上記表は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校及び複数の障害を有する者については、そ
れぞれの障害種に集計している。このため、学校数及び在籍者数のグラフと表の数値は一致しない。

（出典）学校基本調査

【令和５年度の状況】

学校数 1,080校 1,096校 1,114校 1,125校 1,135校 1,141校 1,146校 1,149校 1,160校 1,171校 1,178校

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 82 120 823 351 156 1,532
在籍者数 4,696 7,457 141,063 30,161 19,339 202,716
学級数 2,068 2,772 33,168 12,003 7,683 57,694

11

特別支援学校の幼児児童生徒数・学校数の推移
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（出典）学校基本調査

【令和５年度の状況】

知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 弱視 難聴 言語障害 自閉症・情緒障害 計

学 級 数 33,206 3,146 2,841 532 1,354 649 37,236 78,964

在籍者数 164,036 4,419 4,200 592 1,837 1,209 196,502 372,795
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特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）
（令和４年４月２７日 ４文科初第３７５号 文部科学省初等中等教育局長通知） (抄）

しかしながら、文部科学省が令和３年度に一部の自治体を対象に実施した調査において、 特別支援学級に
在籍する児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学び、特別支援学級において障害
の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導を十分に受けていない事例があることが明らかとなりま
した。冒頭で述べたとおり、インクル ーシブ教育システムの理念の構築においては、障害のある子供と障害の
ない子供が可能な限り同じ場でともに学ぶことを追求するとともに、一人一人の教育的ニーズに最も的確に
応える指導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であり、「交流」 の側面のみに重点
を置いて交流及び共同学習を実施することは適切ではありません。 

加えて、同調査においては、一部の自治体において、 
・ 特別支援学級において特別の教育課程を編成しているにもかかわらず、自立活動の時間が設けられて
いない 

・ 個々の児童生徒の状況を踏まえずに、特別支援学級では自立活動に加えて算数（数学）や国語の指導のみ
を行い、それ以外は通常の学級で学ぶといった、機械的かつ画一的な教育課程の編成が行われている 

・ 「自校通級」、「他校通級」、「巡回指導」といった実施形態がある中で、通級による指導が十分に活用でき
ていない 

といった事例も散見されました。 

本通知は、こうした実態も踏まえ、これまで文部科学省が既に示してきた内容を、より明確化した上で、改め
て周知することを主な目的とするものです。 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町
村教育委員会に対し て、域内の市町村教育委員会におかれては所管の学校に対し、各指定都市教育委員会に 
おかれては所管の学校に対して、都道府県の知事及び構造改革特別区域法第１２条第１項 の認定を受けた各
地方公共団体におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属 学校を置く各国公立大学法人におか
れては附属学校に対して、各文部科学大臣所轄学校 法人におかれてはその設置する学校に対して、本通知の
趣旨について周知くださるようお 願いします。 
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特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）
（令和４年４月２７日 ４文科初第３７５号 文部科学省初等中等教育局長通知） (抄）

第２ 特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の時数について

〇 交流及び共同学習を実施するに当たっては、特別支援学級に在籍している児童生徒が、通常の学級で各
教科等の授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしてい
ることが重要である。このため、「平成29年義務標準法の改正に伴い創設されたいわゆる『通級による指導
』及び『日本語指導』に係る基礎定数の算定に係る留意事項について」（令和２年４月１７日付事務連絡）にあ
る通り、障害のある児童生徒が、必要な指導体制を整えないまま、交流及び共同学習として通常の学級で指
導を受けることが継続するような状況は、実質的には、通常の学級に在籍して通級による指導を受ける状況
と変わらず、不適切であること。

〇 また、「障害のある子供の教育支援の手引」にあるように、特別支援学級に在籍している児童生徒が、大半
の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討するべきであ
ること。言い換えれば、特別支援学級に在籍している児童生徒については、原則として週の授業時数の半分
以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階
等に応じた授業を行うこと。

〇 ただし、例えば、次年度に特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更を検討している児童生徒に
ついて、段階的に交流及び共同学習の時数を増やしている等、当該児童生徒にとっての教育上の必要性が
ある場合においては、この限りではないこと。

≪改善が必要な具体的な事例≫
・ 特別支援学級に在籍する児童生徒について、個々の児童生徒の状況を踏まえずに、特別支援学級では自立活動に加えて算数（数学）や国語といった教科のみを学
び、それ以外は交流及び共同学習として通常の学級で学ぶといった、機械的かつ画一的な教育課程を編成している。
 ・ 全体的な知的発達に遅れがあるはずの知的障害の特別支援学級に在籍する児童生徒に対し、多くの教科について交流及び共同学習中心の授業が行われている。
 ・ 通常の学級、通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた指導、特別支援学級、特別支援学校という学びの場の選択肢を、本人及び保護者に説明し
ていない。
 ・ 交流及び共同学習において、「交流」の側面のみに重点が置かれ、特別支援学級に在籍する児童生徒の個別の指導計画に基づく指導目標の達成が十分ではない。
 ・ 交流及び共同学習において、通常の学級の担任のみに指導が委ねられ、必要な体制が整えられていないことにより、通常の学級及び特別支援学級の児童生徒双方
にとって十分な学びが得られていない。
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通級による指導を受けている児童生徒数の推移（障害種別）

（出典）通級による指導実施状況調査（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課調べ）

※令和２年度～令和４年度の数値は、３月３１日を基準とし、通年で通級による指導を実施した児童生徒数について調査。その他の年度の児童生徒数は年度５月１日現在。

※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成18年度から通級による指導の対象として学校教育法施行規則に規定し、併せて「自閉症」も平成18年度から対象として明示

（平成17年度以前は主に「情緒障害」の通級による指導の対象として対応）。

※平成30年度から、国立・私立学校を含めて調査。

※高等学校における通級による指導は平成30年度開始であることから、高等学校については平成30年度から計上。

※小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程、高等学校には中等教育学校後期課程を含める。

※令和４年度については、令和６年能登半島沖地震の影響を考慮して、石川県は国立学校のみ調査を実施し、公立・私立学校に関する調査は実施していない。
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○ 通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、
障害に応じた特別の指導を行う指導形態。（平成５年度から小中学校で制度化、平成３０年に高等学校に拡大）
・実施形態：自校通級、他校通級、巡回指導
・対象障害種：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、肢体不自由、病弱・身体虚弱

障害による困難さの改善・克服に係る指導内容の一例

教職員定数の改善
・公立小・中学校における基礎定数化（H29年度からの10年間で児童生徒13人に教員1人）
・公立小・中学校における自校通級、巡回指導を促進するための加配定数措置
・公立高等学校における加配定数措置（R6年度：348人分の経費を地方財政措置）

研修や指導の充実
・(独) 国立特別支援教育総合研究所における指導的立場の教員を対象とした研修等
・発達障害に関する通級の研修体制や指導法に関する調査研究事業
（R2年度:高等学校における発達障害に関する通級による指導の研究事業）
・「改訂第3版 障害に応じた通級による指導の手引き 解説とQ&A」 を作成
・「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」 を作成

文部科学省の取組

通級指導教室通常の学級

Ｂ学校

自校通級

Ａ学校

教員 個別
指導
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●通級による指導の実施形態
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 個々の幼児児童生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の

困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣
を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培う。

通級による指導の概要
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高等学校における「通級による指導」の実施状況（令和４年度実績）

２ 実施状況と課題
 全国の高等学校等において、「通級による指導」が必要と判断した2,915人中、実際に「通級による指導」が行われたのは

2,055人（R3年度：1,671人）であり、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒は860人であった。
「通級による指導」を行わなかった理由については、「本人や保護者が希望しなかったため」との回答が最も多かった。

１ 高等学校における「通級による指導」の制度化
高等学校段階においても、小・中学校等同様に、通常の学級に在籍し大半の授業を通常の学級で受けつつ、障害による 

学習上・生活上の困難を主体的に改善・克服するために受ける「通級による指導」のニーズが高まっていることを踏まえ、
平成３０年度から制度化。

３ 文部科学省における支援等
（１）高等学校における通級による指導担当教員充実のための定数措置

公立の高等学校及び中等教育学校後期課程において通級による指導のために必要な加配教員348人を措置。
（２）特別支援教育支援員の配置の充実のための財政措置

学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の配置に必要な経費を地方財政措置。
（３）本人や保護者が通級による指導の仕組みや意義等を理解できるようにするための取組

「発達障害のある児童生徒等に対する支援事業」において、学級担任等の通級による指導をはじめとする特別支援教育に
関する理解を高められるよう、教員等の理解啓発を実施。

（４）「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」の作成・配布
初めて担当する教師にとって分かりやすく、手に取りたいと思うガイドを作成し文部科学省のHPで公開。

(1) 「通級に
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利用を検討
した生徒の
数
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(5) (3)のうち、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒の数 【理由別】
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国公私
計 3,581 2,366 2,915 2,055 860 650 24 0 2 4 26 154 



※ 本調査は、学級担任等による回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や医師による診断によるものではない。
    従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意する必要がある。

調査対象地域・学校等

全国の公立の小学校・中学校・高等学校の通常の学級に在籍する児童生徒
※高等学校は全日制又は定時制に在籍する１～３年生を対象
・学校を市郡規模と学校規模で層化し、小学校・中学校・高等学校それぞれ600校を抽出
・抽出された学校の各学年において、1学級を無作為抽出
・抽出された学級において、原則、小学校・中学校においては10名（男女それぞれ５名ずつ）、高等学校は20名(男女それぞれ10名ずつ)を無作為抽出

対象児童生徒数88,516人（小学校：35,963人，中学校：17,988人，高等学校：34,565人）のうち、74,919人回収（回収率 84.6％）回収数及び回収率

調査対象の学級担任等が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭（副校長）のいずれかによる確認の後、校長の了解
の下で回答。（学級担任等が判断に迷う場合には校内委員会や教務主任・教科担任などに相談可能）

調査回答者等

質問項目
Ⅰ．児童生徒の困難の状況
  学習面（「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」）

行動面（「不注意」「多動性－衝動性」「対人関係やこだわり等」）
Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況

＜調査概要＞

調査目的 本調査により、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と支援の状況を明らかにし、今後の施策
の在り方等の検討の基礎資料とすることを目的。

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について

令和４年 小学校・中学校 高等学校
※１

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8% 2.2%

学習面で著しい困難を示す 6.5% 1.3%

「聞く」又は「話す」に著しい困難を示す 2.5% 0.5%

「読む」又は「書く」に著しい困難を示す 3.5% 0.6%

「計算する」又は「推論する」に著しい困難を示す 3.4% 0.6%

行動面で著しい困難を示す 4.7% 1.4%

「不注意」又は「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 4.0% 1.0%

「不注意」の問題を著しく示す 3.6% 0.9%

「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 1.6% 0.2%

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す 1.7% 0.5%

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3% 0.5%

（参考）過去の調査結果※2 H24 H14

学習面又は行動面で著しい困難を示す 6.5% 6.3%

学習面で著しい困難を示す 4.5% 4.5%

「聞く」又は「話す」に著しい困難を示す 1.7% 1.1%

「読む」又は「書く」に著しい困難を示す 2.4% 2.5%

「計算する」又は「推論する」に著しい困難を示す 2.3% 2.8%

行動面で著しい困難を示す 3.6% 2.9%

「不注意」又は「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 3.1% 2.5%

「不注意」の問題を著しく示す 2.7% 1.1%

「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 1.4% 2.3%

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す 1.1% 0.8%

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 1.6% 1.2%
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（１）調査対象 ： 都道府県・市区町村教育委員会

（２）調査時点 ： 令和４年5月1日時点

（３）主な調査事項
① 令和４年度の就学予定者（新第１学年）として、令和３年度に、市区町村教育支援委員会等において、特別支援学校に入学可能な障害の程度を示す

「学校教育法施行令第 22条の３」（以下、「22条の3」という。）に該当すると判断された者の就学指定先等
② 22 条の３に該当する在籍者数（小学校第１学年・中学校第１学年）

（４）主な結果概要

公立小・中学校において学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、
特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数等に関する調査結果

①22条の3に該当する者のうち、
公立小学校への就学を指定された者の割合は約34%であり、
前回調査（約26%）より増加。

②公立小・中学校における22条の3に該当する児童生徒について

 学級種別に見ると、９割程度が特別支援学級に在籍。

 特別支援学級に在籍する児童生徒を障害種別に見ると、以下のとおり。

うち通級による指導を受
けている児童生徒

小学校
第１学年

3,729
(91.2%)

360
(8.8%)

53
(1.3%)

4,089

中学校
第１学年

2,977
(91.7%)

268
(8.3%)

24
(0.7%)

3,245

小学校
第１学年

2,773
（90.5%）

291
（9.5%）

42
（1.4%）

3,064

中学校
第１学年

1,797
（88.0%）

245
（12.0%）

30
（1.5%）

2,042

通常の学級 合計

R4

（参考）
H30

特別支援学級

※ []内は調査・審議の対象となった者に対する割合。()内は学校教育法施行令第22条の３の規定に該当す

る障害の程度の者に対する割合。

※ 「市区町村教育支援委員会等」には、名称が「教育支援委員会」や「就学指導委員会」以外であっても、児童

生徒の教育的ニーズをきめ細かく把握し、これを就学先の決定に反映するため、また、その後の一貫した支

援を行うための調査・審議機関を含む。

※ 「その他」の３4名には、病弱・発育不完全により就学猶予・免除を受けている児童生徒等が含まれる。

※ 小数第２位の四捨五入により合計が100％になっていない

小学校第１学年

中学校第１学年

調査・審議の対象となった者の数
74,148名

61,113名
[82.4%]

学校教育法施行令
第22条の３に
該当する者の数

13,035名
[17.6%]

8,539名
[11.5%]
（65.5％）

4,462名
[6.0%]
（34.2％）

公立特別支援学校への就学を指定された者の数
公立小学校への就学を
指定された者の数

その他
34名
[0%]

（0.3％）
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特別支援学校設置基準の概要

趣旨
 これまで、特別支援学校については、学校教育法３条に基づく設置基準として独立した省令は定められておらず、学校教育法施行規

則に、設備編制の基本的事項についてのみ定められていた。
 今般、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、設置基準を制定。
 有識者会議や中教審の答申を踏まえ、①特別支援学校を設置するために必要な最低の基準とするとともに、②地域の実態に応じた

適切な対応が可能となるよう、弾力的・大綱的に規定することを基本方針とする。

他の学校種の設置基準と共通の内容
構成（総則、学科（高校）、編制、施設及び

設備、別表（校舎・運動場の面積））

趣旨（学校を設置するのに必要な最低基準で
あり、設置者は、学校が設置基準より低下した状
態にならないよう、水準の向上を図ることに努めな
ければならない）【１条２～３項】

経過措置（編制並びに施設及び設備に係る
規定の施行の際、現に存在する学校の編制等に
ついては、当分の間、なお従前の例によることがで
きる）【附則２項】

主な内容

特別支援学校に特有の内容
高等部の学科の種類（例 視覚障害：理療・理学療法、聴覚障害：歯科技工等）【３～

４条】

一学級の幼児児童生徒数（幼稚部５人以下、小中学部６人以下、高等部８人以下、
重複障害３人以下） 【５条】

教諭等の数等（相当数の副校長又は教頭、養護教諭、実習助手、事務職員、寄宿舎指導
員等） 【７～１２条】

校舎に備えるべき施設（自立活動室等） 【１５条】

校舎の面積（学部、障害種毎に幼児児童生徒数に応じて設定） 【１４条、別表】

運動場の面積（学部毎に幼児児童生徒数に応じて設定）【１４条、別表】

学校教育法施行規則の一部改正（１２０条～１２３条の削除等）
特別支援学校の高等部の学科を定める省令の廃止

その他の内容
（参考）スケジュール
令和３年９月２４日 公布
令和４年４月  １日 施行
令和５年４月  １日 施行（編制、施設及び設備）

等等

2020



公立特別支援学校における教室不足数の推移
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○ 各設置者に対し、集中取組期間（令和２年度から令和６年度ま
で）において、国の財政支援制度を積極的に活用するなどして、新
設校の設置、校舎の増築、分校・分教室による対応、廃校・余裕教
室等の既存施設の活用等を図るなど、首長部局や域内市区町村と
も連携しながら、教室不足の解消に向けた取組を集中的に行うよう
要請。

特別支援学校における教室不足の解消について（通知）（R6.3.26）

○ 各設置者が行う特別支援学校の新増築等の施設整備に対して、
優先的に国庫補助

○ 集中取組期間に、特別支援学校ではない既存施設を特別支援学
校の用に供する改修事業について国庫補助率を３分の１から２分
の１に引上げ

○ 更なる支援として、集中取組期間において、教室不足解消に向け
た既存の特別支援学校校舎の改築・改修の国庫補助率を３分の
１から２分の１に引上げ（令和５年度から）

○ 各設置者へのヒアリングを通して好事例集（※）を公表するなど、
教室不足の解消に向けた取組の加速化を働きかけ。

文部科学省の支援策等

前回調査と比較して381教室減少しているが、依然として、特別
支援教育を必要とする児童生徒数の増加により、令和5年10月1
日現在3,359教室の不足が生じている。

特別支援学校の教室不足について

(▲381)

4,271 
3,963 

3,622 
3,430 3,162 

3,740 
3,359 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

教室不足数

(▲308)

(▲341)

(▲192) (▲268)

(578)

（）内は前回調査時点からの増減数。Ｒ元以降、調査は２年周期で実施。

（※）特別支援学校の教室不足解消に向けた好事例集はコチラ
・第一章 児童生徒数の推計
・第二章 既存施設等の活用
・第三章 基礎自治体等との連携

(▲381)



２．障害者権利条約に関して
インクルーシブ教育システムとは？

        



障害者権利条約関係の動き
● これまでの動き

2006年 障害者権利条約が国連で採択 2007年 日本が条約に署名
→（国内法の整備）2011年 障害者基本法の改正、2012年 障害者総合支援法の制定

2013年 障害者差別解消法の制定
2014年 障害者権利条約に批准 2016年 第１回政府報告

2019年 障害者権利委員会より締結国に対して質問票が送付
2021年 初回の日本政府報告に関する質問事項への回答案作成

● スケジュール

障害者政策委員会としての意見の最終とりまとめ、障害者権利委員会に提出

2022年 ８月２２日～８月２３日 対面審査＠ジュネーブ
※ 2020年に審査が実施される予定だったが、コロナの影響で2022年に延期。

⇒ 2022年 ９月９日 障害者権利委員会が総括所見を公表
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障害者権利条約 第２４条
第二十四条 教育

１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、
障害者を包容するあらゆる段階の教育制度（inclusive education system at all levels）及び生涯学習を確保する。
当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。
(a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重

を強化すること。
(b）障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
(c)障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a)障害者が障害に基づいて一般的な教育制度（general education system）から排除されないこと及び障害のある児童が障害に 

基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
(b)障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享

 受することができること及び中等教育を享受することができること。
(c)個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d)障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
(e)学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。

３ 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害
者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
(a)点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相

互による支援及び助言を容易にすること。
(b)手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
(c)盲人、聾者又は盲聾者（特に盲人、聾者又は盲聾者である児童）の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及

び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。
４ 締約国は、１の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教員（障害のある教員を含む。）を

雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員（教育のいずれの段階において従事するかを問わない。）に対する研修を行うための適当な措
置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用
並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。

５ 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受す
ることができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
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障害者権利条約対日審査勧告（第２４条・教育部分）抜粋 ①
51. 委員会は、以下を懸念する。

(a) 医療に基づく評価を通じて、障害のある児童への分離された特別教育が永続していること。障害のある児童、
特に知的障害、精神障害、又はより多くの支援を必要とする児童を、通常環境での教育を利用しにくくしている
こと。また、通常の学校に特別支援学級があること。

(b) 障害のある児童を受け入れるには準備不足であるとの認識や実際に準備不足であることを理由に、障害のあ
る児童が通常の学校への入学を拒否されること。また、特別学級の児童が授業時間の半分以上を通常の学
級で過ごしてはならないとした、2022年に発出された政府の通知。

(c) 障害のある生徒に対する合理的配慮の提供が不十分であること。

(d) 通常教育の教員の障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に関する技術の欠如及び否定的な態度。

(e) 聾（ろう）児童に対する手話教育、盲聾（ろう）児童に対する障害者を包容する教育（インクルーシブ教
育）を含め、通常の学校における、代替的及び補助的な意思疎通の様式及び手段の欠如。

(f) 大学入学試験及び学習過程を含めた、高等教育における障害のある学生の障壁を扱った、国の包括的政策
の欠如。
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障害者権利条約対日審査勧告（第２４条・教育部分）抜粋 ②
52.障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に対する権利に関する一般的意見第4号（2016年）及び持続可

能な開発目標のターゲット4.5及び4(a)を想起して、委員会は以下を締約国に要請する。 

(a) 国の教育政策、法律及び行政上の取り決めの中で、分離特別教育を終わらせることを目的として、障害のある
児童が障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）を受ける権利があることを認識すること。また、特定の目
標、期間及び十分な予算を伴い、全ての障害のある生徒にあらゆる育段階において必要とされる合理的配慮
及び個別の支援が提供されることを確保するために、質の高い障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に
関する国家の行動計画を採択すること。

(b) 全ての障害のある児童に対して通常の学校を利用する機会を確保すること。また、通常の学校が障害のある生徒
に対しての通学拒否が認められないことを確保するための「非拒否」条項及び政策を策定すること、及び特別学
級に関する政府の通知を撤回すること。

(c) 全ての障害のある児童に対して、個別の教育要件を満たし、障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）を確
保するために合理的配慮を保障すること。

(d) 通常教育の教員及び教員以外の教職員に、障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に関する研修を確保し、
障害の人権モデルに関する意識を向上させること。

(e) 点字、「イージーリード」、聾（ろう）児童のための手話教育等、通常の教育環境における補助的及び代替的な
意思疎通様式及び手段の利用を保障し、障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）環境における聾（ろう）
文化を推進し、盲聾（ろう）児童が、かかる教育を利用する機会を確保すること。

(f) 大学入学試験及び学習過程を含め、高等教育における障害のある学生の障壁を扱った国の包括的政策を策定
すること。
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令和４年９月１３日 永岡文部科学大臣 会見録（抜粋）
（略）文部科学省では、これまでもですね、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごせるように、
通級によります指導の担当教員の基礎定数化ですとか、また、通常級に在籍いたします障害のある子供のサポー
トなどを行います「特別支援教育支援員」に対します財政支援や、また、法令上の位置付けなどに取り組んでまい
りました。引き続きまして、勧告の趣旨を踏まえまして、インクルーシブ教育システムの推進に向けた取組を進めて
いきたいと考えているところでございます。
あとは、やはり、障害者権利条約に規定されておりますインクルーシブ教育システムというのは、障害者の精神

的、また、身体的な能力を可能な限り発達させるといった目的の下に障害者を包容する教育制度であると、そうい
う認識をしております。これまでの文部科学省では、このインクルーシブ教育システムの実現に向けまして、障害の
ある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごす条件整備と、それから、一人一人の教育的ニーズに応じた
学びの場の整備、これらを両輪として取り組んでまいりました。特別支援教育への理解の深まりなどによりまして、
特別支援学校ですとか特別支援学級に在籍するお子様が増えている中で、現在は多様な学びの場において行わ
れます特別支援教育を中止することは考えてはおりませんが、引き続きまして、勧告の趣旨も踏まえて、通級によ
ります指導の担当教員の、先ほどもお話し申し上げましたけれども、基礎定数化の着実な実施などを通しまして、
インクルーシブ教育システムの推進に努めてまいる所存でございます。
そうですね、通知の撤回がありました、お答えいたします。
昨年度、文部科学省が、特別支援学級の在籍児童生徒の割合が高い自治体を対象に行いました実態調査にお

きまして、特別支援学級に在籍いたします児童生徒が、大半の時間を通常の学級、普通学級でございますが、
通常の学級で学び特別支援学級において障害の状態等に応じた指導を十分に受けていない、また、個々の児童
生徒の状況を踏まえずに、特別支援学級では自立活動に加えまして算数や国語の指導のみを行うといった不適
切な事例が散見をされたところでございます。
こうした実態も踏まえまして、ご指摘の通知は、特別支援学級で半分以上過ごす必要のない子供については、や

はり、通常の学級に在籍を変更することを促すとともに、特別支援学級の在籍者の範囲を、そこでの授業が半分
以上必要な子供に限ることをですね、目的としたものでございまして、むしろインクルーシブを推進するものでござ
います。勧告で撤回を求められたのは大変遺憾であると思っております。引き続きまして、通知の趣旨を正しく理
解をしていただけるように、周知徹底に努めてまいりたいと思っております。
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通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議（第7回）資料を一部改変
（参考）吉利宗久（2016）, インクルーシブ教育をめぐる国際動向, 発達障害研究, 38(1)34-42 28

諸外国における特別支援教育の概況
障害のある子供全体に占める特別な学校の在籍率（横軸）と特別な学級の在籍率（縦軸）を見ると、各国毎に状況は様々。
例えば日本は、特別な学校の在籍率が20%、特別な学級の在籍率が55%と読み取れる（残りの25%は通常級に在籍）。

55%
特別支援学級

在籍率

20%
特別支援学校

在籍率



【参考】諸外国への勧告（教育部分抜粋）

29

ドイツ フランス イタリア

(a) すべてのレベルで必要な財源、人員など、
すべての州で、質の高いインクルーシブな教
育制度へのアクセスを提供するため、戦略、
行動計画、期限、目標を直ちに策定する。

(b) インクルージョンを促進し、本人が選択し
た場合、通常の学校に障害のある児童を
入学させる義務を認める法律及び政策を
直ちに有効にするよう、隔離された学校を縮
小する。

(c) すべてのレベルの教育で合理的配慮を提
供し、合理的配慮の権利を法的に実施し、
裁判の前の司法判断に適合するよう保証す
る。

(d) インクルーシブ教育についてのすべて教員
への研修、教育環境、教材、カリキュラムの
アクセシビリティの向上、博士号取得レベルを
含む通常の教育での手話の提供を保証する。

(a) 障害のある子供について、就学及び出席についてを含めて、
年齢、居住地、性別、人種の別のデータを収集するシステム
を開発するとともに、ロマ、亡命希望者、難民である障害のあ
る子供や非正規移民となっている障害のある子供が教育への
効力あるアクセス。

(b) 保護者並びに親権者が、障害を理由とした就学の拒否の
ケースにおいて、申し立てて救済を求めることのできるシステムの
採用。

(c) とりわけ自閉症並びにダウン症の子供を含めた障害のある子
供の試験における配慮を含む、個別の教育的な要求に対応
する合理的配慮の提供を通じた個別の支援を求めることができ
る障害のある子供の権利を認める枠組みの開発。

(d) 市町村レベルでのプログラムを採用し、公的及び私的な関
係者が、COVID-19感染拡大状況において、障害のある子
供を支援することへ関与すること。

(e) フランス手話による教育が早期教育の段階から提供されて、
インクルーシブな教育環境において聾文化が促進することを保
障すること。

(f) 盲あるいは視覚障害である人々や知的障害の人たちのため
の点字並びに平易な読み物の効果的な学習、指導、使用を
保障すること。

(g) 障害のある子供のいじめと虐待を排除するための対策を実
施すること。

(h) 高等教育段階における合理的配慮を通じて、手話の使用
や彼らの国際交流を促進を含めて、障害のある若年者が、個
別の支援を求めることができるような、障害のある人の高等教
育へのアクセスを促進するための明確な目標と期限のあるプログ
ラムを採用すること。

56. 委員会は、締約国に対し、全ての学校
段階で、インクルーシブ教育に関する法令等
の実施を監視することで、教室におけるインク
ルーシブ教育、支援の提供、教員研修の質
を高めるための、十分な資源、期限と特定
の目標を持った行動計画を実施するよう勧
告する。また、締約国が持続可能な開発目
標の目標4.5と4（a）を実施するにあたり、
インクルーシブ教育の権利に関する一般的
意見第4号（2016）を含む条約第24条
に導かれ、すべてのレベルの教育および職業
訓練への平等なアクセスを確保し、障害に配
慮した安全な教育施設を建設およびアップグ
レードするよう勧告する。

58. 委員会は、締約国に対し、一般的なコ
ミュニケーションアシスタントを唯一の選択肢と
して推奨することをやめて、手話通訳者によ
る補助を希望する全ての聴覚障害のある子
供のために、高度な手話通訳者を監視・提
供するよう勧告する。

60. 委員会は、締約国に対し、主流環境に
おける包括的で質の高い教育を確保するた
めに、新たに起草された教育に関する法令を
含む立法その他の措置を通じて、利用しや
すい教材の入手可能性と支援技術の提供
を適時に保証することを勧告する。

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議（第7回）資料を一部改変

障害者権利委員会からの勧告は、日本以外の諸外国にも発出されている。



2023年G7教育大臣会合 富山・金沢宣言
（特別支援教育 抜粋）

４．（略）私たちは、それぞれの国における教育制度の相違を尊重しつつ、障害、
言語・文化、 地理的・文化的出自、民族、社会経済的状況、性的指向・性自認、
いじめや不登校などの課題に関わらず、全ての子供の可能性を引き出す教育の実現
に努めていく。障害のある子供の教育においては、特に障害のある子供と障害のな
い子供が可能な限り共に協働的に学ぶための環境整備と、一人一人の教育的ニーズ
に応じた学びの場の整備を同時に進める重要性について認識を共有する。

4. …While respecting the differences in our educational systems, we will take steps 
to realize education that unlocks the potential of all children regardless of disabilities, 
language and culture, geographical or cultural origin, ethnicity, socio-economic 
status, sexual orientation and gender identity, and challenges such as bullying or 
long-term non-attendance. Regarding education of children with disabilities, we 
recognize the particular importance of providing collaborative learning environments 
for children with and without disabilities to spend as much time as possible together, 
as well as providing opportunities for learning that meet the needs of individual 
children. 

（参考）原文

仮訳

（注）G7：米国、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本
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3． 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への
支援の在り方に関する検討会議報告を受けた取組



通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告(概要)
 （令和５年３月13日）

 ① 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒：小中学校8.8% 高等学校2.2% 全ての学級に特別な教育的支援が必要な児童生徒が在籍している可能性
うち、校内委員会で支援が必要と判断：小中学校28.7% 高等学校20.3% 校内委員会の機能が十分に発揮されていない

 ② 他校通級は、小学校では約３割、中学校では約２割  児童生徒や保護者の送迎等の負担
  高等学校において、通級による指導が必要と判断された生徒が受けられていない実態がある 実施体制が不十分

 ③ 障害の程度の重い児童生徒が通常の学級に在籍（就学先決定にあたり本人・保護者の意見を最大限尊重） より専門的な支援が必要
 ④ 令和4年9月9日障害者権利委員会の勧告 障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境整備の推進が必要

小中高等学校等

専門家等からの支援

校内委員会の機能強化
校長①校内支援体制の充実

☞ 支援の対象とすべき児童
生徒について幅広く把握し、
必要な支援を組織的に対応

通常の学級
個別の教育支援計画・個別
の指導計画の作成と活用

中心的な役割を担う
特別支援教育コーディネーター

教務主任
通級指導担当
学級担任 等

通常の学級でできうる支援策を
検討した上で、通級による指導や
特別支援学級の必要性を検討

通級による指導

   ④インクルーシブな学校運営モデルの創設
～特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営～

☞ 特別支援学校を含めた２校以上で連携し、障害のある児童生徒と障害のない
 児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進める学校をモデル事業として支援

☞ 知的障害を対象とした通級による指導も同モデルにおいて実現

特別支援学校

②通級による指導の充実
☞ 本人や保護者が仕組みや意義等を理解した上で、指導を受け
ることが重要

☞ 児童生徒が慣れた環境で安心して受けられるよう、自校通級や
巡回指導を促進

☞ 自立活動の意義と指導の基本を改めて周知、研修会等の実施
☞ 高等学校については、潜在的な対象者数も踏まえた教員定数
措置を含めた指導体制等の在り方を検討

I CTの活用
合理的配慮

③特別支援学校のセンター的機能の充実
☞ 特別支援教育に関する専門的な知見や経験等を有する
特別支援学校からの小中高等学校への支援を充実

小中高等学校 特別支援学校
柔軟な教育課程・指導体制

巡回指導

A校 B校

自校通級

発達障害や障害の程度の重い児童生徒が在籍

◆ 上記取組とあわせて、令和4年3月の検討会議報告を踏まえた特別支援教育を担当する教師等の専門性の向上を図るため、各自治体における令和6年度からの実現に向けた取組を促進させる。
◆ 障害のある児童生徒が自己理解を通じ自己肯定感を高め、自立し、社会の一員として活躍するために必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育の推進。
◆ 国においては、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を進め、本報告に示した具体的な方向性を踏まえた関連施策等の充実に努め、各自治体や学校における取組について、必要な助言等を行い
 つつ、教師の働き方改革にも留意しながらその進捗状況等についてフォローアップを実施。

現状・課題

わかりやすい
授業の工夫

 ※ 弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱など在籍者の少ない障害種への対応に差異が生じることのないよう留意

特別支援学校のセンター的機能の発揮

校内委員会の再点検、障害者理解教育の推進

特別支援教育支援員
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インクルーシブな学校運営モデル事業
現状・課題

  障害のある児童生徒の学びの場の連続性を高めるため、特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを構築し、障害のある児童
生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を目指し、実証的な研究を実施する。

その際、異なる教育課程を踏まえた柔軟な教員配置も含めた校内体制等についても併せて研究を行う。

➤ 一体的に運営する特別支援学校と小学校等を「学校運営連携校」に指定
 学校運営連携校に「連携協議会」を設置
（構成員：教育委員会、学校運営連携校の校長等、カリキュラム・マネージャー、外部専門家など）  
 特別支援学校の教育課程と小学校等の教育課程をコーディネートするカリキュラム・マネージャーの配置  

➤ 交流及び共同学習を発展させた柔軟で新しい授業の在り方の研究
➤ 現行の教員配置に拘らない専門性を高めた授業実施のための体制構築の在り方の検討 など

少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中、障害や特別支援教育に関する理解や認識の高まり等により、特別支援教育を
必要とする児童生徒の数が増加している。そのような中、障害のある児童生徒やその保護者のニーズは更に多様化してきている。
また、令和４年9月の障害者権利委員会の総括所見においても、よりインクルーシブな取組を求める勧告がなされている。
このような状況を踏まえ、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境の整備をはじめ、よりインクルー

シブな社会の実現のため、関連施策等の一層の充実を図ることが求められている。

一体型
※分校・分教室含む 隣接型

連携類型（例）

令和7年度要求・要望額 0.8億円
（前年度予算額 0.8億円）

経済財政運営と改革の基本方針2024
第３章３（３）（質の高い公教育の再生）
インクルーシブな学校運営モデルの構築など特別支援教育

の充実に向けた体制や環境の整備・・・により誰もが安心し
て学べる魅力ある学校づくりを推進する。

事業内容

カリキュラム・マネージャー

特別支援学校 小・中・高等学校一体的運営
共に学ぶ環境整備

学校運営連携校

連携協議会
運営方針の提示等

併設型

１．インクルーシブな学校運営モデルの構築

  発展的な交流及び共同学習の実践事例や柔軟な教育課程及び指導体制の在り方など、本事業を通して
構築されたインクルーシブな学校運営モデルの成果について、広報資料の作成やシンポジウムの開催等を通じて、
全国的な普及を図る。

2．モデルの成果普及

件数・単価 1箇所×約11百万円

担当：初等中等教育局特別支援教育課

モデル地域での
実践

民間団体

企画検討
事例収集等

シンポジウム開催、
広報資料作成等

成果の普及

連絡・調整・助言

件数・単価 12箇所 × 約5.5百万円
(新規2箇所) 委託先 教育委員会、大学等

委託先 民間団体
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事業実施イメージ（インクルーシブな学校運営モデル事業）

（例）
 ・各教科及び総合的な学習（探究）の時間で実施
 ・学校設定教科・科目で実施
 ・特別支援学校高等部の職業や専門教科で実施 等

＜カリキュラム・マネージャー＞
 特別支援学校の教育課程と小学校等の教育課程

をコーディネート
 連携協議会を企画・運営
 連携協議会と各学校運営連携校の間の連絡・調整・助言

●カリキュラム・マネージャーを中心とし、日常的な交流に
 とどまらない、学校の創意工夫による交流及び共同学習
 を実施。

●共同学習を通して、それぞれの子供が、授業内容を理
 解し、学習活動に参加している実感・達成感を持ちな
がら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付け 
ていけているかという最も本質的な視点が重要。

●専門性を高めた授業実施のための人事上の措置（兼務
 発令等）を含めて教員配置や指導体制を構築

（例）
・各教科等・自立活動の専門性を高めるための教員や専門
  スタッフの配置（交流及び共同学習に関わる事務補佐員

等の配置、両校の職員によるティーム・ティーチングの実施等）
・校内委員会、校内研修、保健・福祉等と連携した体制構築
・特別支援学校のセンター的機能の有効活用
・職員の連携を図るための工夫した学校運営（職員室の共
用含む） 等

＜連携協議会＞
 一体的に運営するための方針等を決定
 交流及び共同学習に係る年間指導計画、
  実施内容等を協議

①発展させた交流及び共同学習の研究開発 ②一体的で専門性を活かした指導体制の構築

【日常的な交流を促すための工夫】
特別支援学校と小学校等の児童生徒同士が日常的な生活の中で自然と関わりがもてるように、例えば、お互いの児童生徒が交流できるスペースの確

保や、玄関の共用、日常的にお互いを意識するような動線の確保（登校時に特別支援学校の児童生徒が小学校等の児童生徒の教室の前を通って
教室に向かう等）等も考えられる。

※ 週１回程度、小学校等の教師が特別支援学校の児童生徒に対する教科指導を行う場合については、兼務発令を行う等の人事上の措置を行った上で、当該教
師は特別支援教育を経験したとみなすことができる取扱いとする（「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」（令和４年３月）参照）。
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インクルーシブな学校運営の取組例①

 連携類型：一体型（同一建物）
小学校の改築の際に、特別支援学校、児童発
達支援センターを同じ建物に一体的に整備。

※児童発達支援センター、通級による指導、特別支援学級、
特別支援学校といった多様な学びの場を備えている）。

 特色ある取組：
（教育面）

年間通して、小学校４年生の総合的な学習の時
間において、特別支援学校の児童生徒との交流及
び共同学習を実施。

（体制面）
各施設の教職員間で合同職員会議や研修会等を
実施。

日常的な交流での工夫：
各施設をつなぐオープンスペースや両校の交流ス
ペースを設置。

 連携類型：一体型（分校）
農業高校の空き教室に特別支援学校分校を
整備。

特色ある取組：
（教育面）
双方の教育課程に位置付けた上で年間を通じた
交流及び共同学習を実施（農業高校は１つの
専門科目に、特別支援学校分校は作業学習に
位置付け）。

（体制面）
・両校の教務主任を中心とした、両校の交流及び
共同学習に係る連絡会議を設置し、定期開催。

・専門科目（農業等）の教員が、特別支援学校
に対し、農業に関し助言。

・共生社会の形成に向けた研修を年度初めに実施
（両校全教職員参加）。

事例１：A市立小学校・A市立特別支援学校
（知的障害、小・中学部）

事例２：B県立農業高校（全日制）・B県立
特別支援学校分校（知的障害、高等部）
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インクルーシブな学校運営の取組例②

 連携類型：併設型（同一敷地内）
同一敷地内に特別支援学校と高校（定時制・多
部制）を設置。

 特色ある取組：
（教育面）

・両校の午前中の時程を合わせて授業を実施。
・高校１年生は、障害（者）理解を目標に、様々
な障害について講義や実技を受ける学校設定科
目を必須で履修（特別支援学校教員、当事者
の方等が協力）。

（体制面）
・校長は両校兼務、一部の教員も兼務
・交流及び共同学習に係る調整を行う委員会を設置
月１回実施（両校の教頭と教職員代表で組織）

 連携類型：併設型（分教室）
高校の空き教室に高等部の教室を整備。

 特色ある取組：
（教育面）
・令和５年度より交流及び共同学習をカリキュラムの

柱としたコースを開設し、両校において、年間70～80
時間の交流及び共同学習を実施。

・両校の日課を合わせて授業を実施。
（体制面）
・両校の教員がティーム・ティーチングの体制を組んで、 
交流及び共同学習を実施（高校の教員がT1、特別
支援学校の教員が障害のある生徒に必要な支援や指
導を実施）。

・既存の取組は両校の担当者レベルで調整し、新規の
取組は教頭レベルで調整し、連携を図っている。

事例３：F県立高等学校（定時制・普通科）・
F県立特別支援学校（知的障害、高等部）

事例４：G県立高等学校（全日制・普通科、専門学科）・
G県立特別支援学校分校（知的、肢体不自由、高等部）



4．特別支援教育を担う教師の専門性向上
に向けた取組



特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議（令和3年10月25日設置）

趣旨

○ 特別支援教育を受ける幼児児童生徒の増加への対応や、インクルーシブ教育システムの理念の構築による共生社会の実現のため、特別支援
教育を担う教師の確保や専門性の更なる向上が求められている。
○ 令和３年１月にとりまとめられた「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」の報告においても、
・ 全ての教師に、特別支援教育に関する基礎的な知識、合理的配慮に対する理解等
・ 特別支援学級・通級による指導を担当する教師には、小学校等における特別支援教育の中心的な役割を担う役割や自立活動や発達障害
等に関する専門性や実践力、特別支援学校の教師には障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分把握して各教科等や自立活動の
指導等に反映できる幅広い知識・技能
等が求められている。
○ 概ね全ての特別支援学校の教員が免許状を取得することを目指して取り組むことも必要。

検討
事項

安藤 隆男 筑波大学名誉教授
市川 裕二 全国特別支援学校長会会長、東京都立あきる野学園校長
加治佐 哲也 兵庫教育大学長
喜多 好一 全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長
木舩 憲幸 九州産業大学教授
坂越 正樹 広島文化学園大学・短期大学長
田中 良広 帝京平成大学教授
濵田 豊彦 東京学芸大学副学長
樋口 一宗 松本大学教育学部学校教育学科教授
宮﨑 英憲 全国特別支援教育推進連盟理事長、東洋大学名誉教授
森 由利子   滋賀県教育次長
（計１１名、五十音順、敬称略）

（オブザーバー）
宍戸 和成 国立特別支援教育総合研究所理事長
（計１名、敬称略）

委員

教職課程コアカリキュラムWG、中教審「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会、初等中等教育分科会教員養成部
会とも連携し、教職課程コアカリキュラムの策定や、特別支援教育に関わる全ての教師の専門性向上を図る。

スケジュール
11月 第２回会議開催

①教職課程コアカリキュラムの基本方針に係る自由討議
②WGの設置について

12月 第３回会議開催
・ヒアリング（教育委員会、大学、特総研等）

Ｒ４/１月 第4回会議開催
・検討課題に係る論点整理

２月 第5回会議開催
①検討課題に係る論点まとめ
②WGから素案の報告及び自由討議

３月 第6回会議開催
①検討課題に係る報告とりまとめ
②教職課程コアカリキュラム（素案）の確定
第7回会議開催
①報告とりまとめ

５月／６月 パブリックコメント等

７月 第８回会議開催
①パブリックコメントの結果
②教育職員免許法施行規則（案）及び特別支援学校教
諭の教職課程コアカリキュラム（案）について

（１）特別支援教育を担う質の高い教職員集団の在り方
（２）特別支援学校教諭免許状及びその教職課程コアカリキュラムの在り方
（３）その他関連事項

教職課程コアカリキュラムWGと連携

※令和４年７月時点
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特別支援教育に関わる教師の専門性向上に向けた方策

●特別支援学校教諭免許状の教職課程
の内容や水準を全国的に担保するため、
共通的に修得すべき資質能力を示した
コアカリキュラムの策定 ●校内研修、交換授業、OJTの推進●採用後10年以内に特別支援

教育を複数年経験

●管理職の任用にあたり、特別支援教育
 の経験を考慮

初任者研修 中堅教諭等資質向上研修 主任研修、管理職研修 等

●NISE（学びラボ、免許法認定通信教育）等のオンラインコンテンツの整理・充実

【養       成】 ・視覚障害領域、聴覚障害領域免許を取得できる大学数
【採  用】 ・特別支援学校教諭免許状保有者への加点等の工夫を行っている教育委員会の数
【キャリアパス】 ・採用後、10年目までに特別支援教育を経験した教師の割合

  ・小学校等の校長の特別支援教育に関わる教職経験の有無
【研       修】  ・免許を保有しない特別支援学校の教師について、免許取得計画の作成状況の有無、単位取得状況

・教員育成指標において特別支援教育を明確に位置付けている任命権者の数
・特別支援学校教諭免許状保有率   ・（独）国立特別支援教育総合研究所（NISE）学びラボの利用者数 等

●が検討会議のアウトプット・方向性

養成段階

初任者～10年目

中堅（10年目～）

管理職

●教育委員会の教員育成指標等を踏まえ、キャリアパスに応じた
活用ができるようコンテンツを整理・体系化（NISE）

●研修の手引作成（NISE）

●学校経営方針等に特別支援教育に関
 する目標を設定し、校内体制を整備

①養成段階での育成 ②採用段階での工夫 ③校内体制の整備、キャリアパスの多様化、人事交流の推進による専門性向上

●特別支援教育の経験を採用
 時に考慮

④研修（校外）による専門性向上

教育委員会

⑤ 国による調査・把握 → 大学、教育委員会へのフィードバックによる改善 ※下記は現時点における調査項目の例

・特別支援教育の「個別最適な学び」と「協働的な学び」に関する知見や経験は、障害の有無にかかわらず、教育全体の質の向上に寄与。
⇒ 特別支援教育の専門性を担保しつつ、特別支援教育に携わる教師を増やしていくことが必要。

・特別支援教育を必要とする児童生徒数が増えている一方で、小学校で70.6%、中学校で75.4%の校長が、特別支援教育に携わる経験が無い。
⇒ 多くの学校で特別支援学級等で教職経験の無い校長が特別支援教育を含む学校経営を実施。

・小学校等の特別支援学級の臨時的任用教員の割合は、学級担任全体における臨時的任用教員の割合の倍以上。
⇒ 特別支援教育に関わる教師が、他の教師と比べて、長期的視野にたって計画的に育成・配置されているとは言いがたい状況。

現状・課題

●教育実習、介護等体験で、特別支援学
校、特別支援学級等の経験を推奨

 ●大学間連携による単位互換制度の促進
など、免許取得・単位取得を可能とする体
制整備

 ●教育委員会との連携による実践力の養成
（実務家教員、教職大学院等）

●特別支援学級等の教師による特別支援学校へ
 の人事交流の充実

●特別支援学校において、特別支援学校教諭免
許状を有しない教師の条件を限定

スケジュール
・特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム
- R４.７ ：策定・周知（以降、大学の教職課程の点検・見直し）
- R５.４又はR６.４：コアカリキュラムに基づく教職課程開始

・上記以外の事項
- 各関係者において速やかに検討・対応に着手し、R6年度には実現
できるよう取り組む。



令和４年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果等に係る留意事項
についての通知（令和６年３月28日付 文部科学省初等中等教育局長・文部科学省総合教育政策局長通知）

第２ 教職員人事に関する各種施策
 ４．特別支援教育の知見や経験を蓄積するための人材育成等
    特別支援教育を担う教師の更なる資質向上にあたっては、「特別支援教育を担う教師の養成、採用、研修等
に係る方策について（通知）」（令和４年３月31日付け３文科初第2668号初等中等教育局長、総合教育政策局
長通知）において、教師の採用段階において特別支援教育に関わる経験等を考慮する等の工夫を行うことや、
全ての新規採用職員が概ね10年以内に特別支援教育を複数年経験することとなるよう人事上の措置を講ずる
よう努めること及び、管理職の登用等にあたっては特別支援教育の経験も含めて総合的に考慮することを要請
している。
しかしながら、管理職選考における特別支援教育経験の情報の把握・管理の状況についての調査結果（令和

５年４月１日現在）では、管理職選考において特別支援教育の経験等の情報を把握・管理している教育委員会
は全体の約３割で、そのうち把握・管理した情報を管理職選考で考慮している教育委員会の割合は約８割であ
った。一方、管理職選考において特別支援教育の経験等の情報を把握・管理していない教育委員会は約７割
で、そのうち今後情報を把握・管理する予定がある教育委員会は約２割にとどまった。

 各教育委員会におかれては、特別支援教育に関する人材育成に当たり、令和６年度からの実現に向けて取組
を一層促進されたいこと。

 令和５年12月22日に公表した「令和４年度公立学校教職員の人事行政状況調査」の調
査結果等を踏まえ、公立学校教職員の人事行政を適切に行う上での留意事項について
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長あてに通知を発出。

 管理職の登用等に当たって特別支援教育の経験を考慮すること等については、 「特別
支援教育を担う教師の養成、採用、研修等に係る方策について」（令和４年３月３１日付
け３文科初第2668号初等 中等教育局長、総合教育政策局長通知）も参考に、令和６年
度からの実現に向けて取組の一層の促進を依頼。
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【表】採用後10年までの正規雇用の教員のうち、特別支援教育に関する経験が２年以上ある教員 ※複数回答

〇 小学校、中学校、高等学校において、採用後10年までの教員のうち、通級による指導、特別支援学級の学級担
任、特別支援学級の教科担任、特別支援学校、特別支援教育コーディネーターのいずれかの特別支援教育に関す
る経験をいずれも有しない教員は、小学校で85.5%、中学校で63.6%、高等学校で90.7%(令和5年度)。
※本項目は文部科学省において今回新規に調査したもの。

上段はn値に対する割合、下段は人数を表す。
※「特別支援教育に関する以下いずれかの経験あり」の割合には、経験不詳の者も含む。

小学校
(n=128,856)

中学校
(n=78,553)

高等学校
(n=63,726)

合計
(n=271,135)

85.5% 63.6% 90.7% 80.4%
110,208 49,940 57,783 217,931

1.4% 2.0% 2.1% 1.7%
1,741 1,589 1,362 4,692
9.4% 7.8% 0.8% 6.9%

12,108 6,090 513 18,711
1.5% 29.2% 1.2% 9.5%
1,945 22,928 760 25,633
1.5% 1.6% 0.6% 1.3%
1,880 1,286 400 3,566
2.9% 2.5% 1.6% 2.5%
3,784 1,962 1,039 6,785

9.3% 19.6%

いずれも経験なし

特別支援学校の教職経験

特別支援学級の学級担任の教職経験

36.4%

特別支援学級の教科担任の教職経験

通級による指導の経験

  特別支援教育コーディネーターの教職経験

特別支援教育に関する
以下いずれかの経験あり(※) 14.5%

教員の特別支援教育に関する専門性の向上（国公私立・各学校種）
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 小学校又は中学校の校長自身の特別支援学級、通級による指導や特別支援学校など特別支援教育に
かかわる教職経験について、特別支援学級等での教職経験の無い校長は、小学校で66.4%、中学校で
69.3%(令和5年度)。※特別支援学級が設置されている学校は84.1％（令和５年度時点）。

校長の特別支援教育に関わる教職経験

（出典）令和５年度全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会調査報告書
（全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会調査部、令和６年１月）

通級による指導での
教職経験

有

特別支援学級での
教職経験

有

特別支援学校での
教職経験

有

特別支援学級等での
教職経験

無
小学校 5.1% 24.1% 4.4% 66.4%

（令和４年度：70.0%）

中学校 4.8% 20.8% 5.1% 69.3%
（令和４年度：73.2%）

○令和５年度全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会調査
 調査対象：各都道府県において知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、

 通級指導教室を設置する小・中学校の校長 ※同協会の各地区理事を通じて約10%の学校を抽出

小学校 中学校 合計
804(約72%) 313(約28%) 1,117

校種別の回答学校数（単位：校）※表中の(%)は項目ごとの合計における割合を指す

調査結果：校長自身の特別支援教育に関わる教職経験（単位：％）
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・特別支援学校全体の免許状保有率は上昇傾向

※平成18年度の全体及び新規採用者の数値は、在籍校種の免許状保有者の割合を示す。
 平成19年度以降は、いずれの数値も「当該障害種の免許状保有者」と「自立教科等の免許状保有者（当該障害種）」
を合わせた割合を示す。

・通知により、免許状取得に向けた年次計画の策定等を指示

（特別支援学校における在籍校種の免許状保有率の経年比較）

○免許状保有率：87.2％（令和５年度） ⇒ 本来保有すべきもの
※教育職員免許法附則第15項（「当分の間」保有を要しないとする経過措置規定）

※特別支援学級（小・中学校）担当教員で、小・中学校教諭免許状に加え、特別支援学校教諭

免許状を保有している割合：31.0％

特別支援学校の教員の免許状の保有率の向上に向けて

61.1%
68.3% 69.0% 69.5%70.0% 70.3% 71.1%

71.5%
72.7%

74.3%
75.8%

77.7%

79.8%
83.0%

84.9%
86.5%

87.2% 87.2%

59.1%
57.3%

60.0%
61.3%60.3% 59.9%60.1%

64.4%
65.7%

67.7%

71.1%
69.1%

76.1%
80.5% 80.4%

80.3%
80.9%78.7%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

在籍校種の免許状保有率の経年比較（平成18年度～令和５年度）

全体 新規採用者等
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在籍校種の特別支援学校教諭等免許状の保有率の推移（障害種別）

54.2%
53.8% 54.0% 54.9% 54.1%

55.1% 55.2%
56.7% 57.3%

58.7% 59.9%
61.7%

65.3% 66.1%

66.2% 65.5% 65.3%

46.5% 47.4% 47.3% 46.3% 46.3% 45.8% 46.0%

48.7% 49.9%
51.0% 51.7%

54.5%

57.8%
59.6%

61.0% 61.0%

60.3%

71.0%

71.9% 72.1% 72.9% 73.1%
73.8% 74.4%

75.2%
77.2% 78.6%

80.6%
82.4%

86.0%
88.0%

89.5% 90.2% 90.3%

70.6% 70.8%

72.3% 71.9%

72.3% 73.4%

73.6%
75.1%

75.5%77.5%
79.3%

81.6%

83.9% 85.7%
87.9% 88.6%88.3%

71.8% 71.4%

71.1% 71.8%
72.3% 73.7% 72.6% 72.8%

74.2% 74.7%
76.7%

79.3% 79.8%
80.4% 80.4% 80.8%

81.8%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%
在籍校種の免許状保有率の経年比較（障害種別／平成 19年度～令和５年度）

視覚障害教育 聴覚障害教育 知的障害教育

肢体不自由教育 病弱教育

44



公立学校における特別支援学校教諭等免許状の都道府県別状況

※調査結果の詳細は、http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1343899.htm を参照

※「■」は、平成19年度における
 当該障害種の免許状保有率

特別支援学校教諭等免許状の保有状況について
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５．令和７年度概算要求について
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 令和7年度要求・要望額 1兆5,807億円
（前年度予算額 1兆5,627億円）

(参考)被災した児童生徒に対する心のケアや学習支援のため、教職員定数【 452人】を
別途要求(11億円)【復興特別会計】

全ての子供たちへのよりよい教育の実現に向け、教職の魅力を向上し、教師に優れた人材を確保するため、学校における働き方改革の更なる加速化とあわせて、
多様化・複雑化する教育課題への対応と新たな学びの実装による教育の質の向上を目指した、持続可能な学校の指導・運営体制の充実に必要な教職員定数
の改善と、学びの専門職である教師にふさわしい処遇を実現するため、教職の重要性と職務や勤務の状況に応じた処遇改善を図る。

○小学校における教科担任制の拡充 ＋ 2,160人
・学びの質の向上と教師の持ち授業時数の軽減のため、令和４年度から推進 
してきた高学年に加え、中学年についても教科担任制を推進（※）

＋   1,750人
・新規採用教師の持ち授業時数軽減のため、教科担任制を推進（※）

＋    410人

「令和の日本型学校教育」の実現に向けた教育環境整備
（義務教育費国庫負担金）

教師の処遇改善 ＋232億円学校の指導・運営体制の充実 ＋ 7,653人

○多様化・複雑化する課題への対応 ＋ 476人
・特別支援学校のセンター的機能の強化
・貧困や離島・過疎地域など個々の学校が抱える課題への対応
・チーム学校のための体制強化（主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員の配置改善）

○35人学級の推進等、義務標準法の改正に伴う定数増 ＋ 3,637人  
・小学校における35人学級の推進（第６学年分） ＋ 3,086人
※35人学級等の効果検証に必要な実証研究は令和４年度より実施しており、
 令和7年度中に取りまとめ予定。

 （学級編制の標準の引下げに係る計画）

・通級や日本語指導等のための基礎定数化（9/10年目） ＋ 551人

年度 R３ R４ R５ R６ R７

学年 小２ 小３ 小４ 小５ 小６

○教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善
・教職調整額の改善

学校が対応する課題の複雑化・困難化を踏まえつつ、教職の魅力を向上し、
教師に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分を
超える水準となるよう教職調整額の水準を4％から13%に改善。
（教職調整額の改善とあわせ、管理職（校長・教頭等）の本給も改善。）

○職務や勤務の状況に応じた処遇改善
・各種手当の改善
学級担任や管理職の職務の重要性や負荷を踏まえ、処遇の改善を図る。
 学級担任への加算：月額3,000円  ※義務教育等教員特別手当に加算
 管理職手当の改善：支給水準の改善（月額5,000円～10,000円の増）

等
※都道府県等における給与条例の改正等に一定の期間を要することから令和８

年１月から３月までの3か月分を計上。

・教職員定数の改善 ＋ 170億円（＋ 7,653人）  ・教職員定数の自然減等 ▲192億円（▲8,703人）
・定年引上げに伴う特例定員の減等  ▲29億円 ・教師の処遇改善 ＋ 232億円 計 対前年度 180億円

（担当：初等中等教育局財務課）

・新たな職の創設（R8.4～を予定）
  学校横断的な取組についての学校内外との連携・調整機能の充実や、若手教師へ 
のサポートのため、新たな職を創設する。
※教諭と主幹教諭の間に新たな級を創設し、教諭よりも高い処遇とする
（月額6,000円程度）。

○生徒指導担当教師の全中学校への配置（※） ＋ 1,380人

（※）4年間で計画的に改善

・急増する不登校やいじめ等に対応し、誰一人取り残されない学びを支援
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特別支援学校のセンター的機能の強化について

特別支援学校におけるセンター的機能の主な取組内容

特別支援学校におけるこうした取組を一層強化
する必要がある。

〇 特別支援教育に対する保護者等の理解や認識の深まりにより、小・中・高等学校においても
特別支援教育を必要とする児童生徒が増加しており、とりわけ、平成25年に就学先決定の仕組
みを見直して以降、障害の程度が重い児童生徒が小・中・高等学校等に数多く就学するように
なっている。このため、小・中・高等学校等における、特別支援教育に関する専門的な知識・ノウ
ハウの必要性が高まっている。

〇 こうした状況下、特別支援学校のセンター的機能の活用として、教員や本人・保護者からの特
別支援学校への教育相談等のニーズが高まっているとともに、自校の児童生徒以外への直接
的な指導を実施する特別支援学校も増加している。

令和３年度における特別支援学校への相談延べ件数

（出典）令和４年度特別支援学校のセンター的機能の取組に関する状況調査

① 小・中学校等の教員への支援機能
 小中学校等の教員からの相談件数は、延べ110,387件（令和
 ３年度）。（特別支援学校１校あたりの平均相談件数は、105件。）

② 特別支援教育に関する本人・保護者からの相談に対する情報提供機能
 本人や保護者からの相談件数は、延べ92,998件（令和３年度）。
（特別支援学校１校あたりの平均相談件数は、88件。）

③ 障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能
 自校以外に在籍している子供への直接的な指導を実施している
特別支援学校は全体の約５割（令和３年度）。

④ 医療、福祉、労働等の関係機関等との連絡・調整機能
⑤ 小・中学校等の教師に対する研修協力機能
⑥ 障害のある幼児児童生徒への施設・設備等の提供機能

※H17中教審答申における整理
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 令和7年度要求・要望額 55億円
（前年度予算額 46億円）

◆医療的ケア看護職員の配置 4,953百万円(4,037百万円)（拡充）
     4,550人分 ⇒ 5,100人分（＋550人）

・ 医療的ケア看護職員の配置(校外学習や登下校時の送迎車両への同乗を含む)を
支援

・ 私立幼稚園への医療的ケア看護職員配置に係る経費を都道府県が負担する場合、
保育所と同様にその一部を補助

医療的ケアが必要な児童生徒等への支援

◆外部専門家の配置等 156百万円(150百万円）(拡充)
・ 専門的見地から、教員に助言等を行う、医師や理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、手話通訳士などの専門家の配置を支援

・ 災害時の非常用電源等の整備を含め、特別支援教育体制の整備を行う自治体等
のスタートアップに係る経費を支援

◆聴覚障害教育の充実事業 54百万円（新規）
①手話理解を含む聴覚障害教育の充実に向けて、児童生徒等向けの学習コンテンツや

指導の手引き等を作成
②各自治体における保健・医療・福祉等の関係機関と連携した聴覚障害のある児童

生徒等や保護者への教育相談等を充実

特別支援教育の指導体制等の充実

◆学校における医療的ケア実施体制整備事業 35百万円(32百万円)(拡充) 
  ①災害時を含む医療的ケアに関するガイドライン策定に向けた調査研究（新規）

 ・ 各自治体におけるガイドラインの策定を促進するため、災害時対応を含む盛り込むべき
 事項など、参考となるひな形等を提示するための調査研究を実施

②医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究
   ・ 保護者の付添いの状況等を分析し、保護者の負担軽減に関する調査研究を実施
 発達障害のある児童生徒等への支援

◆発達障害のある児童生徒等に対する支援事業 120百万円（50百万円）（拡充）
 ①発達障害のある幼児児童生徒に対する就学前からの切れ目のない支援体制構築事業 76百万円（新規）

◆インクルーシブな学校運営モデル事業 78百万円（79百万円）
・ 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を目指し、特別支援学校と
小中高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを構築し、シンポジウムの開催等を通じて、その成果普及を実施

◆ICTを活用した障害のある児童生徒等に対する指導の充実事業 74百万円（100百万円）
・文部科学省著作教科書(特別支援学校用)と連動したデジタル教材(動画資料等)を作成し、障害の特性に応じたICT端末の効果的な活用の在り方について研究を実施

◆【再掲】学習障害のある児童生徒等に対するICTを活用した効果的な支援に関する実践研究 37百万円(新規) ※「発達障害のある児童生徒等に対する支援事業」の内数

障害のある児童生徒に対する指導の充実ICTを活用した指導の充実

インクルーシブ教育システムの更なる推進

特別支援教育就学奨励費、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所運営費交付金等を別途計上 （担当：初等中等教育局特別支援教育課）

特別支援教育の充実
障害のある子供たちを誰一人取り残さず、連続性のある多様な学びの場において、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や

必要な支援が行われるよう、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の更なる充実を図る

・ 「５歳児健康診査」の健診結果を有効に活用するなどして、発達障害のある幼児児童等に対する就学前からの早期発見・早期支援、円滑な就学や就学後の適切な支援、不登校の
未然防止等、切れ目のない支援体制を構築

・ 就学前の診断が困難とされている学習障害児に対するICTを活用した効果的な支援について実践研究を実施
②効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築 ③管理職をはじめとする教員の理解啓発・専門性向上のための体制構築
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切れ目ない支援体制整備充実事業
背景・課題

令和７年度要求・要望額 51億円
（前年度予算額 42億円）

特別支援教育の推進を図るため、医療的ケア看護職員を配置するとともに、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、
社会参加までの切れ目ない支援体制の整備や外部専門家の配置を行う。

医療的ケア看護職員配置事業

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」

（R3.6成立、R3.9施行）の趣旨を踏まえ、学校における医

療的ケアの環境整備の充実を図るため、校外学習や登下校

時の送迎車両に同乗することも含め、自治体等による医療

的ケア看護職員の配置を支援

私立幼稚園への医療的ケア看護職員配置に係る経費を都道

府県が負担する場合、保育所と同様にその一部を補助

補助対象者
学校において医療的ケアを実施するために雇用する看護
師等、介護福祉士、認定特定行為業務従事者

配置の考え方

 配置人数：5,100人分（←4,550人分）

 １日６時間、週５回等を想定
上記のほか登下校時の対応分も計上

※ 実際の配置に当たっては、自治体等が実態に応じて、雇用形態（時間・単価

等）を決定。訪問看護ステーション等へ委託することも可能。

特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参
加までの切れ目ない支援体制整備事業

特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目な

く支援を受けられる体制の整備を行う自治体等のスタート

アップを支援 ※交付初年度から3年限り

外部専門家配置事業

専門的見地から、教員に助言等を行う、医師や理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、手話通訳士などの専門家の配置を支援

（560人分 ← 435人分）

＜補助対象＞ 都道府県・市区町村・学校法人                                          
（幼稚園、小・中・高等学校・特別支援学校）

＜補助割合＞ 国：1/3 補助事業者：2/3

連携体制を整備 教育委員会・学校と関係機関の連携体制を整備

個別の教育支援計
画等の活用

就学・進級・進学・就労に、個別の教育支援計画等が有効
に活用される仕組づくり

連携支援コーディ
ネーターの配置

教育委員会・学校と関係機関の連携を促進（早期支援、
発達障害支援、学校・病院連携、合理的配慮、就労支援）

普及啓発 市民や他の自治体への普及啓発

災害への備え
停電時にも人工呼吸器等を利用することができるよう、
非常用蓄電池等の備品を整備

令和７年度要求・要望額 4,953百万円(前年度予算額4,037百万円)

医療的ケア児支援のための人材確保に向け、大学等において、

 看護学部生を対象とした医療的ケア児支援のための実習等の試行的実施

 指導的立場等の看護師養成のためのリスキリング教育プログラムの構築

【関連施策】

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業

担当：初等中等教育局特別支援教育課
0.1億円（3年間（令和6年度～8年度）：1箇所×1,000万円）

テーマ：医療的ケア児支援における指導的立場の看護師養成

（国:1/2 都道府県:1/2）
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学校における医療的ケア実施体制整備事業

 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」において、医療的ケア児に対して
教育を行う体制の拡充や保護者の付添いがなくても支援を受けられるようにするための取
組等が求められている。
 各教育委員会等における災害時を含むガイドライン策定促進や保護者の負担軽減に向け、
（１）災害時を含む医療的ケアに関するガイドライン策定に向けた調査研究
（２）医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究
を実施し、取組を推進する。

現状・課題

令和７年度要求・要望額 0.3億円
（前年度予算額 0.3億円）

（ ２ ）医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究（継続）
 各自治体において保護者の付添いの状況等を分析し、保護者の負担軽減に関する調査研究を実施して、全国へ普及を図る。

(教育委員会 ５箇所×約２百万円）

（ １ ）災害時を含む医療的ケアに関するガイドライン策定に向けた調査研究（新規）

事業内容

①付添いの実態把握・取
組の方向性の検討

実態把握を行うとともに、
医療・保健・福祉などの関
係者や保護者などで構成
される協議体等で、見直
しの方向性を検討。

②見直しに向けた取組の実施・
検証

各学校において付添いの見直
しに対する取組を実施し、実施
体制の整理や課題を踏まえた
見直しを行う

③成果の周知

効果的な取組について、
事例を提供・全国への周
知

＜取組例＞
Ⅰ保護者の負担軽減に向けた地域の連携体制の構築
※医療的ケア児支援センターとの連携を含む、早期からの情報取得・引き継ぎによる体制整備/医療・福祉との連携による
 学校における医療的ケア実施体制構築の迅速化 等

Ⅱ付添いに係るマニュアル等の見直し
※付添いがなくても安全・安心に医療的ケアを実施するための考え方の整理、各学校で共通して取り組む事項の整理 等

Ⅲ安全・安心な医療的ケアの実施に向けた研修実施体制の構築・見直し
※医療的ケア児支援センターや大学等の外部機関と連携した研修実施/着任前・着任早期の研修受講の促進 等

担当：初等中等教育局特別支援教育課

幼稚園、小・中・高等学校
• 医療的ケア児の数 R５ 2,199人
• 看護師・認定特定行為業務従事者の数 R５ 2,321人

特別支援学校
• 医療的ケア児の数 R５ 8,565人
• 看護師・認定特定行為業務従事者の数 R５ 7,369人 

医療的ケア児 看護師 認定特定行為業務従事者

（出典）学校における医療的ケアに関する実態調査（令和5年度）

 医療的ケア児が安全・安心に医療的ケアを受けられるよう、各自治体におけるガイドラ
インの策定を促進するため、災害時対応を含む盛り込むべき事項など、参考となるひな
形等を提示するための調査研究を実施する。
※ガイドラインを策定している教育委員会 21.7％（394/1,815）

(民間団体等 1箇所×約22百万円）

①実態把握

医療的ケア児の在籍する学校
の危機管理マニュアルや、各教
育委員会の医療的ケアに関す
るガイドラインについて実態を
調査

②手引きやひな形の作成

災害時の対応を示す手引きや、
ガイドイランのひな形で記載す
べき内容の検討・整理

③周知・対応の促進

成果物を周知し、各
自治体における対
応を促進
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※ 本調査は、令和５年度始業から夏休み前までの間において、医療的ケアを行うために日常的に行っている付添いの状況を回答するものであり、「日常的」とは、ある程度の日数にわたり定
期的に行われるものを指す。例えば、毎日又は毎週決まった曜日に一定時間付き添う場合は本調査における「付添い」に含むが、新入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期
の入院後はじめて登校する際など、保護者等から学校に必要な情報の引継ぎを要する場合の保護者等の付添いは除く。

特別支援学校に通学する医療的ケア児（6,６７4人）のうち、
• 学校生活で保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数    ３38人   (5.1％)
• 登下校のみ保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数 3,835人 (57.5％)
• 保護者等が付添いを行っていない医療的ケア児の数 2,501人 (37.5％)

学校生活で保護者等が付添いを行っている医療的ケア児（３３8人）の付添いが必要な理由として、「医療的ケア看護職員や認定 特定行為
業務事業者はいるが、学校・教育委員会が希望しているため」１２２件（３６．1％）が最も多く、「その他」の理由としては、 「学校で医療的ケ
アを実施する手続きの途中である」「健康状態が不安定」 「保護者が、医療的ケア看護職員等の配置を希望せず、自身で医療的ケアを行う
ことを希望しているため」などがある。 ①  「医療的ケア看護職員が配置されていな

い」及び「認定特定行為業務従事者がいな

い」ため

② 医療的ケア看護職員又は認定特定行為業

務事業者はいるが、一部対応できない時

間帯・曜日等があるため

③ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、保護者が希望している

ため

④ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、学校・教育委員会が希望

しているため（ガイドライン等で定めてい

る場合も含む。）

⑤ その他

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査

5-1．特別支援学校における保護者等の付添いの状況
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幼稚園、小・中・高等学校に通学（園）する医療的ケア児（2,199人）のうち、
• 学校生活で保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数   426人 (19.4％)
• 登下校のみ保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数 1,019人 (46.3％)
• 保護者等が付添いを行っていない医療的ケア児の数 754人 (34.3％)

※ 本調査は、令和５年度始業から夏休み前までの間において、医療的ケアを行うために日常的に行っている付添いの状況を回答するものであり、「日常的」とは、ある程度の日数にわたり定
期的に行われるものを指す。例えば、毎日又は毎週決まった曜日に一定時間付き添う場合は本調査における「付添い」に含むが、新入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期
の入院後はじめて登校する際など、保護者等から学校に必要な情報の引継ぎを要する場合の保護者等の付添いは除く。

学校生活で保護者等が付添いを行っている医療的ケア児（42６人）の付添いが必要な理由として、「医療的ケア看護職員が配置されていな
い又は認定特定行為業務従事者がいないため」１９２件（45．1％）が最も多く、その他の理由としては、「医療的ケアの実施に向けた手続き
中」「保護者が、医療的ケア看護職員の配置を希望せず、自身で医療的ケアを行うことを希望しているため」などがある。

①  「医療的ケア看護職員が配置されていな

い」及び「認定特定行為業務従事者がいな

い」ため

② 医療的ケア看護職員又は認定特定行為業

務事業者はいるが、一部対応できない時

間帯・曜日等があるため

③ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、保護者が希望している

ため

④ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、学校・教育委員会が希望

しているため（ガイドライン等で定めてい

る場合も含む。）

⑤ その他
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幼稚園

小学校

中学校

高等学校

保護者等が付添いを行っている医療的ケア児の数（学校種別）（単位：人）

付添いなし 学校生活のみ付添いあり
登下校時のみ付添いあり 学校生活・登下校時ともに付添いあり

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査

5-2．幼稚園、小・中・高等学校における保護者等の付添いの状況
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令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査

教育委員会における医療的ケアに関するガイドライン等の策定状況

54

• ガイドライン等を策定している教育委員会 39４/1,815(２１．７％） （R3: 13.8%）

うち、所管する学校に医療的ケア児が在籍している教育委員会 34９/64４（54.2%)  （R3: 40.3%）

• ガイドライン等を策定している都道府県教育委員会 ４４/47（93.6%）

ガイドライン等を策定していない理由としては、令和３年度同様に「各学校が個別にマニュアルを策定している」「県のガイドライ

ン等を参考にして対応している」「医療的ケア児が在籍しておらず、その見込みもない」などが挙げられる。

●ガイドライン等を策定している394教育委員会においては、ガイドライン等の策定

（最終改訂時期）は、直近2023年が最も多い。

●ガイドライン等を策定していない1,421教育委員会においては、ガイドライン等の

策定の予定は、「医療的ケア児の転入学が見込まれたとき」が最も多い。

策定済

349

未策定

295

未策定

1126

策定済 45

在籍あり

644

在籍なし

1171



インクルーシブな学校運営モデル事業
現状・課題

  障害のある児童生徒の学びの場の連続性を高めるため、特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを構築し、障害のある児童
生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を目指し、実証的な研究を実施する。

その際、異なる教育課程を踏まえた柔軟な教員配置も含めた校内体制等についても併せて研究を行う。

➤ 一体的に運営する特別支援学校と小学校等を「学校運営連携校」に指定
 学校運営連携校に「連携協議会」を設置
（構成員：教育委員会、学校運営連携校の校長等、カリキュラム・マネージャー、外部専門家など）  
 特別支援学校の教育課程と小学校等の教育課程をコーディネートするカリキュラム・マネージャーの配置  

➤ 交流及び共同学習を発展させた柔軟で新しい授業の在り方の研究
➤ 現行の教員配置に拘らない専門性を高めた授業実施のための体制構築の在り方の検討 など

少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中、障害や特別支援教育に関する理解や認識の高まり等により、特別支援教育を
必要とする児童生徒の数が増加している。そのような中、障害のある児童生徒やその保護者のニーズは更に多様化してきている。
また、令和４年9月の障害者権利委員会の総括所見においても、よりインクルーシブな取組を求める勧告がなされている。
このような状況を踏まえ、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境の整備をはじめ、よりインクルー

シブな社会の実現のため、関連施策等の一層の充実を図ることが求められている。

一体型
※分校・分教室含む 隣接型

連携類型（例）

令和7年度要求・要望額 0.8億円
（前年度予算額 0.8億円）

経済財政運営と改革の基本方針2024
第３章３（３）（質の高い公教育の再生）
インクルーシブな学校運営モデルの構築など特別支援教育

の充実に向けた体制や環境の整備・・・により誰もが安心し
て学べる魅力ある学校づくりを推進する。

事業内容

カリキュラム・マネージャー

特別支援学校 小・中・高等学校一体的運営
共に学ぶ環境整備

学校運営連携校

連携協議会
運営方針の提示等

併設型

１．インクルーシブな学校運営モデルの構築

  発展的な交流及び共同学習の実践事例や柔軟な教育課程及び指導体制の在り方など、本事業を通して
構築されたインクルーシブな学校運営モデルの成果について、広報資料の作成やシンポジウムの開催等を通じて、
全国的な普及を図る。

2．モデルの成果普及

件数・単価 1箇所×約11百万円

担当：初等中等教育局特別支援教育課

モデル地域での
実践

民間団体

企画検討
事例収集等

シンポジウム開催、
広報資料作成等

成果の普及

連絡・調整・助言

件数・単価 12箇所 × 約5.5百万円
(新規2箇所) 委託先 教育委員会、大学等

委託先 民間団体
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「５歳児健康診査」の結果を有効に活用するなどして、発達障害のある幼児児童生徒等に対する就学前からの早期発見・早期支援、円滑な就学や就学後の適切な支援、
不登校の未然防止等、切れ目のない支援体制を構築する。

 全ての学級に特別な教育的支援が必要な児童生徒が在籍している可能性があり（「学習面又は行動面で著しい困難を示す」：推定値8.8％（義務・R4調査））、発達
障害により通級による指導を受ける児童生徒も増加している。このような状況を踏まえ、各自治体における５歳児健康診査の実施が進む中、従来見過ごされてきた発達障害の特
性のある幼児等を把握するケースの急増も予想され、発達障害のある幼児児童生徒等に対する、就学前からの切れ目のない支援体制の構築や、学校における適切な支援の推
進、通級指導の充実等が求められている。

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業 令和7年度要求・要望額 1.2億円
（前年度予算額 0.5億円）

発達障害のある幼児児童生徒に対する就学前からの切れ目のない支援体制構築事業

担当：初等中等教育局特別支援教育課

28百万円 14百万円14百万円

事業内容

 幼稚園等における特別支援教育体制モデル構築事業  学習障害のある児童生徒等に対するICTを活用した
効果的な支援に関する実践研究

 モデルの成果普及（シンポジウム開催）

76百万円【新規】

発達障害のある児童生徒等に対する支援について、シンポジウムの開催等を通じて、参考となるモデル事例等の全国的な普及を図る。
1箇所 × 5百万円

民間団体等

発達障害の特性のある幼児等に対する幼稚園等にお
ける適切な支援、小学校等への円滑な引継ぎ及び幼稚
園教員等の専門性向上について実践研究を行い、幼稚
園等における特別支援教育体制のモデルを構築する。

効果的かつ効率的な通級による指導に向けたモデルを構築し、全国的な普及を図る。 管理職も含めた全ての教員が発達障害を含む特別支援教育に取り組んでいくための体制構築等に関する研究を行う
。

効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業 28百万円

現状・課題

管理職をはじめとする教員の理解啓発・専門性向上のための体制構築事業 14百万円

幼稚園等における
特別支援教育体制の整備

就学先への
円滑な引継ぎ

幼稚園教員等向け
研修プログラムの開発

手引き作成

 特別支援教育・不登校担当の校内連携体制の在り方
に関する調査研究
発達障害のある児童生徒等に対する早期発見・早期

支援、不登校の未然防止等に資する、校内支援体制
の在り方について、実態調査や事例収集・分析を行う。

1箇所 × 14百万円

民間団体等

・特性に応じたきめ細やかな対応
・教育活動の充実 企業専門家

教員と外部専門
家等との連携

引き継ぎ

支援の対象と
すべき子供を
幅広く把握連携 連携

10箇所 × 3.7百万円10箇所 × 1.9百万円

都道府県・市区町村教育委員会

• 一人一台端末も活用し、学習上の困難等を早期かつ
客観的に把握

• 一人一台端末のアクセシビリティ機能（読上げ機能や
音声入力等）やＩＣＴ機器等の積極的な活用

校内委員会の
構成・運営方
法の在り方

校内の不登校
支援体制
との連携

組織的な対応

学習障害のある児童生徒等への就学後の早期発見・
早期支援の充実のため、一人一台端末を含むICT機器
を活用した効果的な支援に関する実践研究を実施する。
 ※ 「学習面で著しい困難を示す」：推定値6.5％（義務・R4調査）

都道府県・市区町村教育委員会
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【健診に関わる職種の例】
小児科医師、保健師、
心理職、保育士、教育職、
作業療法士・運動指導士、
言語聴覚士 等

・ 情報集約（過去の健診結果、
家庭環境、保育所情報等）

・ 発達等の評価
・ 困り感の把握
・ 保護者への説明 等

健診後
カンファレンス

保護者との共有

・ 健診後の不安の傾聴
・ 保護者の気づきを促す
・ 多職種による助言

多職種による評価、
支援の必要性の検討

専門相談

５歳児健診のフォローアップ体制のイメージ

○ 多くの市町村では、３歳児健診（法定健診）以降、就学時健診まで健診がない。乳幼児への切れ目のない母子保健の提供のため、
社会性発達の評価、発達障害等のスクリーニング、健康増進を目的とした、５歳児健診の標準化・体制整備が必要。
（４～６歳児健診について、公費負担を実施している自治体は15％（令和3年度母子保健課調べ） ）

○ 特別な配慮が必要な児に対して早期介入を実施することで、保護者の課題への気づきや生活への適応が向上する可能性が指摘され
ており、５歳児健診により学童期の不登校発生数が減少したという研究結果もある。

○ ５歳児健診において所見が認められた場合に、必要な支援につなげる地域のフォローアップ体制が重要。

概要

令和５年度研究班で健康診査票・
問診票を作成し、関係団体に意見
照会・成育医療等分科会で議論の
上、自治体に周知。

○ 医療のキャパシティ強化 ⇒ 発達障害の診察ができる医師の養成、医療機関の体制強化。診療報酬についても別途検討

                         

〇 福祉との連携強化  ⇒  児童発達支援センターと母子保健の連携強化、福祉の支援体制強化（障害報酬を含む）

                         

〇 教育との連携強化  ⇒  保育園、幼稚園、学校等、教育委員会等との情報共有、保健・医療・福祉と連携した個別の支援・配慮

地域のフォローアップ体制に係る課題

５歳児健診 地域のフォローアップ体制

保健

福祉

教育

医療

保健センター
保健師による相談 
保育所等の関係機関

との情報共有

教育委員会、学校等
保健・医療・福祉との連携
環境調整等

児童発達支援センター等
通所系、訪問系支援、

相談支援等
環境調整等

地域のリソースを使った支援体制（受け皿）を構築

専門医療機関等
診察・治療
小児科医等

（小児神経科医、児童精神科医、
子どもの心専門医等）

こども
（家庭・保育所等）

問診・診察・評価
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５歳児健康診査の実施に当たって求められる地域のフォローアップ体制等の整備について
（令和６年３月29日こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省の連名課長通知）

概要

関係者に求められる役割

５歳児健康診査（以下「５歳児健診」という。）の実施に当たっては、健診の実施体制の構築に加え、健診においてこどもへの発達支援のニーズ
や保護者に対する子育て相談等（就学に向けた相談を含む。）のニーズなどが把握された場合に、地域全体で必要な支援を提供するためのフォロー
アップ体制の整備が求められる。特に、市町村を中心に、保健、医療、福祉、教育の各分野の関係者が連携して、地域の実情に応じて地域のフォ
ローアップ体制を充実していくことが重要であり、これにあたり関係者に求められる役割を整理した。

１ 市町村に求められる役割

市町村における５歳児健診の実施体制の整備に当たって、地域の実情を踏まえて、広域的な調整を行うこと。また、発達障害等の診断を行う専門医療
機関において、発達障害等に係る速やかな受診や評価を行える体制を構築し、適切な支援に結びつけること。さらに、関係機関との情報共有や連携、個
別の支援計画の策定等にあたり保育士等に求められる専門知識・ノウハウを踏まえつつ、発達障害等を踏まえた支援が必要であると判定されたこどもへ
の対応に関する研修機会の提供に努めること。

２ 都道府県に求められる役割

５歳児健診やその後のフォローアップを担当する医師等の確保において、市町村や都道府県から連携や協議の依頼があった場合は、可能な限り協力す
ること。また、令和６年度診療報酬改定において、発達障害等の診療に係る対応を行っており、各医療機関における取組の際に参考とすること。

３ 医療機関や医療関係団体に求められる役割

市町村から保護者の同意を得て依頼があった場合、こどもの集団生活の様子からの気付きや保護者が感じている課題等の情報について、健診に関わる
保健師等との共有が望ましいこと。児童発達支援センター等との連携や、保育所等訪問支援等や巡回支援専門員の活用も含めて、発達障害等を踏まえた
支援が必要であると判定されたこどもに対する教育・保育の充実を図るなどしつつ、集団生活の場で個々の発達の特性に応じた細やかな配慮を行うなど
すること。

４ 保育所等（保育所・幼稚園・認定こども園等）に求められる役割

教育委員会においては、５歳児健診やその後のフォローアップに積極的に参画し、保健・福祉部局と連携し、就学に当たって不安を抱えている保護者
への相談や、入学後の学校生活や教育制度等に関する情報提供等を行うこと。また、健診及びその後のフォローアップに係る情報を、児童発達支援セン
ター等の関係機関と連携・共有することが望ましく、当該情報を活用して、本人や保護者の意向も踏まえつつ、個別の教育支援計画に反映すること。あ
わせて、児童発達支援センター等福祉部局と連携し、こどもの就学後も切れ目ない支援を提供できるよう留意すること。

５ 教育委員会・小学校・特別支援学校に求められる役割

関係団体との連携等を通じて医師等専門職を確保し、５歳児健診の実施体制の整備に努めること。また、保健、医療、福祉、教育の各分野の関係者が
健診やカンファレンス等に参画し、情報共有や多角的な視点から支援・対応方針の検討を行うことや、健診後の支援方針等を関係者間で情報共有するこ
となどにより、適宜既存の会議体等を活用しつつ、関係者が連携した地域における支援のフォローアップ体制の整備に努めること。さらに、児童発達支
援センター等を中核とした地域の障害児支援体制の強化を通じて、保健と福祉の連携充実に努めること。
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ICTを活用した障害のある児童生徒等に対する指導の充実事業

現状・課題

事業内容

担当：初等中等教育局特別支援教育課

特別支援教育におけるICTの活用については、児童生徒等の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じてICTを活用することにより、
各教科等の学習の効果を高めたり、障害による学習上または生活上の困難を改善・克服するための指導に効果を発揮したりすることが期待でき、極
めて重要な課題である。

GIGAスクール構想により整備された１人１台端末を最大限に活用し、障害のある児童生徒等に対するICTを活用した効果的な指導による学
びの充実がより一層求められている。

令和7年度要求・要望額 0.7億円
（前年度予算額 1.0億円）

 ICT端末における著作教科書活用促進事業
特別支援学校知的障害者用文部科学省著作教科書（国語、算数・

数学、音楽）と連動したデジタル教材（動画、アニメーション、ワークシート
等）を作成し、特別支援学校におけるデジタル教材の試行等を通して、当
該デジタル教材をブラッシュアップするとともに、ICTと著作教科書を連動させ
た指導の在り方や、障害の特性に応じたICTの効果的な活用の在り方につ
いて研究を実施する。

件数・単価 4箇所×約18百万円

委託先 都道府県・指定都市教育委員会、大学、民間団体

委託先

企画検
討

著作教科書と
連動したアプリ開発

特別支援学校等
での試行

（関連事業）
学習障害のある児童生徒等に対するICTを活用した効果的な支援に関する実践研究

令和７年度要求・要望額 37百万円(新規) ※「発達障害のある児童生徒等に対する支援事業」の内数
学習障害のある児童生徒等への就学後の早期発見・早期支援の充実のため、一人一台端末を含むICT機器を活用した効果的な支援に関する実践研究を実施する。

• 一人一台端末も活用し、学習上の困難等を早期かつ客観的に把握
• 一人一台端末のアクセシビリティ機能（読上げ機能や音声入力等）やICT機器等の積極的な活用
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特別支援教育における１人１台端末の活用事例①
困難さに応じたリフロー機能の活用【視覚障害】

即時的な情報保障としての活用【聴覚障害】

カメラ機能を使って話の構成や内容を整理【知的障害】

デジタル教科書に備わっているリフロー機能を活用することで、
見え方に応じて児童が読みやすい横書きのレイアウトに変換する
ことができるようにしている。（合理的配慮の提供)

単眼鏡で大画面を確認する活動を取り入れて、単眼鏡を活用
する時間を設定するようにしている。（自立活動の関連付け）

ＡＬＴが専用のマイクを装着し、話す音声を１人１台端末等で
文字変換させ、それを大型ディスプレイに英語で表示している。

表示されたテキストを読む学習活動は、既習事項を活用して、そ
の内容を理解することにもなることから、生徒の主体的な活動や外
国語学習に対する意欲の喚起につながるようにしている。

日常生活で会話を楽しみ、友達同士で話合いを行うことができる
が、発表や作文に苦手意識が強く、話の構成や内容を整理するこ
とが不得手である。
そこで、筋道を立てて整理する力を養い、自分の思いや考えを伝

える力を身に付けて筋道を立てて説明できたことへの成功体験が
自信につながるようにしている。

詳細はこちら
（文科省HP）

詳細はこちら
（文科省HP）

詳細はこちら
（文科省HP） 60



特別支援教育における１人１台端末の活用事例②
支援機器等を組み合わせた活用【肢体不自由】

テレプレゼンスロボットの活用【病弱】

書くことの困難さをICT端末で軽減【発達障害】

仰向けでの姿勢を保持したまま、学習する必要があるため、ディスプレイ
を２台活用している。
メインディスプレイには学習プリント、サブディスプレイにはデジタル教科書

を映し、視線入力装置で学習プリントに文字を入力したり、サブディスプレ
イを見ながら、単語や英文の用法を確認したりできるようにしている。

外国語科のデジタル教科書を使った学習では、リフロー（読み上げ）
機能を使用することで、単語と音韻との関係を理解できるようにしている。

＜据え置き型＞教室で授業を受けている児童生徒と病室から遠隔で授業を
受けている児童が個々に支援を行わなくても進めていけるスピード感・一体感
が、「つながり」を感じることができようにしている。

＜自走型＞自分で操作して見たい所に行き、得たい情報や新しい発見がで
きた時には、「自分で探した」という達成感を味わうことができるようにしている。

自分の得意・不得意や、パフォーマンスを最大限発揮できる方法を
本人自身が知るように働きかけたり、人と異なる方法でも自分自身が
その必要性を実感できるようにしたりしている。
（通級による指導において、視写や聴写を筆記とICT端末の活用に
よるタイピングの両方で実施したところ、写真のような明らかな違いが見
られた。） タイピングの場合 筆記の場合

詳細はこちら
（文科省HP）

詳細はこちら
（文科省HP）

詳細はこちら
（文科省HP） 61



62

GIGAスクール構想の推進
～1人1台端末の着実な更新～  令和5年度補正予算額 2,661億円

現状・課題

事業内容・スキーム

 全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するため、令和２～３年度に「1人1台端末」と高速通信
ネットワークを集中的に整備し、ＧＩＧＡスクール構想を推進。学校現場では活用が進み、効果が実感されつつある。

 一方、1人1台端末の利活用が進むにつれて、故障端末の増加や、バッテリーの耐用年数が迫るなどしており、GIGAスクール構想第２期
を念頭に、今後、５年程度をかけて端末を計画的に更新するとともに、端末の故障時等においても子供たちの学びを止めない観点から、
予備機の整備も進める。

公立学校の端末整備     予算額 2,643億円

 都道府県に基金（5年間）を造成し、当面、令和7年度までの更
新分（約７割）に必要な経費を計上。

 都道府県を中心とした共同調達等など、計画的・効率的な端末整
備を推進。

＜1人1台端末・補助単価等＞
 補助基準額：5.5万円/台
 予 備 機 ： 15%以内
 補 助 率 ： 3分の2
※児童生徒全員分の端末（予備機含

む）が補助対象。
＜入出力支援装置＞

視覚や聴覚、身体等に障害のある児童
生徒の障害に対応した入出力支援装置
（予備機含む）の整備を支援。
 補助率： 10分の10

（基金のイメージ）

国私立、日本人学校等の端末整備 予算額 18億円

 前回整備時と同様に補助事業により支援することとし、
早期更新分に必要な経費を計上。

 公立学校と同様に、補助単価の充実や予備機の整備も
進める。

＜1人1台端末・補助単価等＞
 補助基準額：5.5万円/台
 予 備 機 ： 15%以内
 補 助 率 ： 国立 10分の10

     私立 3分の2
     日本人学校等 3分の2

※入出力支援装置についても補助対象。
※今後も各学校の計画に沿った支援を実施予定。

※都道府県事務費も措置



１人１台端末で学校が変わる！
(YouTube文部科学省/mextchannel)

GIGAスクール構想 授業動画

各動画
約15~20分
研修 にも

使える！
（ダイジェスト版  約２分）

小学校編 中学校編 高等学校編

解説
文部科学省
学校DX戦略アドバイザー

新潟市立大野小学校
校長 片山 敏郎 氏

文部科学省
学校DX戦略アドバイザー

春日井市教育委員会
教育DX推進専門官 水谷 年孝 氏

文部科学省
学校DX戦略アドバイザー

神奈川県立希望ヶ丘高等学校
校長 柴田 功 氏

授業
実践

新潟市立月潟小学校 春日井市立高森台中学校 神奈川県立希望ヶ丘高等学校

つくば市立島名小学校 春日井市立高森台中学校 宮城県仙台第三高等学校
春日井市立出川小学校 新潟市立小新中学校

宮城県宮城第一高等学校
春日井市立藤山台小学校 つくば市立みどりの学園義務教育学校

解説 東京学芸大学 教授
高橋 純 氏

東京学芸大学 教授
高橋 純 氏

東北大学大学院 
東京学芸大学大学院 教授
堀田 龍也 氏

URL：https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbBASFWjIRb6OAekj81r16K1

特別支援教育編

授
業
実
践

長野県松本養護学校
長野県長野ろう学校
長野県松本盲学校
長野県花田養護学校
長野県木曽養護学校
長野県上田養護学校
＜資料協力＞
福岡県立福岡視覚特別支援学校
埼玉県北本市立南小学校
北九州市立小倉南特別支援学校
福岡県立福岡聴覚特別支援学校

解
説

文部科学省初等中等教育局 視学官
菅野 和彦 氏
文部科学省 学校DX戦略ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
長野県長野養護学校 教諭
青木 高光 氏

63

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbBASFWjIRb6OAekj81r16K1


64

病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業配信を可能とする制度改正について

・小・中学校段階：平成30年９月より、同時双方向型授業配信を実施した場合、指導要録上の出席扱いとすることが可能。
・高等学校段階：平成27年４月に、同時双方向型の授業を制度化したほか、文部科学大臣の指定を受けた高等学校においては、

病気療養中等の生徒に対し特別の教育課程を編成することが可能（特例制度）。当該特例制度においてのみ、
オンデマンド型の授業による単位認定が可能だが、申請に時間を要することもあり、活用は進んでいない。

病気療養中等の児童生徒については、本人の病状に加え、治療の状況によって学習時間が前後することもあり、リアルタイムで授   
業を配信する同時双方向型のみでは、教育機会を十分に保障できない可能性がある。よって、病気療養中等の児童生徒においては、 
同時双方型を原則としつつ、事前に録画した動画を視聴するオンデマンド型の授業配信を可能とする必要がある。

小・中学校段階：通知を改正し、オンデマンド型授業配信による指導要録上の出席扱いを可能とした。（令和５年３月30日通知）

高等学校段階：学校教育法施行規則第88条の３における「メディアを利用して行う授業」について規定している告示を一部改正し、
 病気療養中等の生徒については、オンデマンド型の授業による単位認定を可能とした。（令和５年４月１日施行）

・ 同時双方向型を原則としつつ、当該児童生徒の病状や治療の状況等から、配信側の授業時間に合わせて同時双方向型で
実施することが難しいと学校において判断した場合に限り、オンデマンド型で実施することが可能。

・ 当該児童生徒の生活や学習の状況を把握し、学校外の関係機関等と積極的な連携を図り、本人やその保護者が必要としてい
る支援を行うこと。

・ 学習評価においては、定期的な訪問やオンラインでの面接、メールでのやり取り等を通して、動画の視聴及び学習状況を可能な限
り把握するとともに、課題提出等、工夫して行うこと。

・ （小・中学校段階のみ）当該児童生徒の学齢や発達段階等を踏まえ、オンデマンド型授業配信の実施の可否について、学校に
おいて、保護者や医療機関と連携しつつ、適宜判断すること。 等

改正の背景等

改正内容

オンデマンド型の授業配信に係る留意事項



聴覚障害教育の充実事業
現状・課題

事業内容

令和7年度要求・要望額 0.5億円（新規）

件数・単価 ５箇所×約4.4百万円

委託先 都道府県・指定都市
教育委員会

件数・単価 ２箇所×約15.2百万円

委託先 大学、民間団体

委託先

・企画検討会議の開催
・実地調査等の実施
・動画撮影・編集によるコンテンツ開発
・学習用テキストや指導の手引きの作成 等

特別支援学校 保健・医療・福祉等
の関係機関

教育相
談の実施

本人・保護者 幼稚園・小・中・高等学校等

教師の
派遣

連携

専門家の
派遣

地域の聴覚障害児やその保護者に対して専門性の高い支援を行うため、聴覚障害
を対象とする特別支援学校と保健・医療・福祉等の関係機関の連携の在り方につい
て調査研究を実施し、そのモデルを構築する。
 特別支援学校が地域の聴覚障害児やその保護者に対して実施する教育相談
について、保健・医療・福祉等の関係機関と連携して専門家を招聘し、教育相
談の内容や体制を充実させる
 域内の小学校等に在籍する難聴児等に適切な指導・支援がなされるよう、特
別支援学校の教職員や関係機関の専門家が小学校等を訪問し、当該学校の
教職員に対して指導・助言を実施

２．保健・医療・福祉等の関係機関と連携した教育相談等の充実１．児童生徒等向けコンテンツ開発

担当：初等中等教育局特別支援教育課

聴覚障害教育については、人工内耳装用児の増加や重複障害学級在籍率、大学進学率の上昇等、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の障害の状態等
も多様化しており、個々の障害の状態等に応じた指導を一層充実していく必要がある。
さらには、2025年には「東京2025デフリンピック」が控えており、これを契機として、手話を含む聴覚障害教育の充実や聴覚障害に関する理解啓発の一層の推進

を図る必要がある。
また、聴覚障害を対象とする特別支援学校と保健・医療・福祉等の関係機関や専門家が連携し、聴覚障害児等に対してより専門性の高い支援を行うとともに、

域内の小学校等に在籍する児童生徒等や教師に対するセンター的機能を発揮した支援を充実していくことが求められる。

聴覚障害教育の更なる充実に向けて、聴覚障害のある児童生徒等を対象と
する学習コンテンツや、聴覚障害や手話に関する理解を深めるためのコンテンツ
の開発を行うとともに、当該コンテンツを学校において活用するための教師用の指
導の手引きを作成する。
（開発するコンテンツ例）

・手話を使用する児童生徒等を対象とする、手話を活用する学習コンテンツ
・聴覚障害のない児童生徒等や、聴覚障害のある子供をもつ保護者を対
象とする、聴覚障害や手話に関する理解啓発のためのコンテンツ 等
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特別支援教育に関する実践研究充実事業

政策課題対応型調査研究（最大３年間）
今後の特別支援教育の充実に向け、政策的に課題となっている事項についての知見や充実策の検討のための調査研究を実施する。
①今後の特別支援教育の在り方の検討に資する調査研究
：【課題】・盲ろう児に対する指導や家庭・福祉・関係機関等と連携した支援の在り方 ほか

②政策上の課題の改善のための調査研究
：【課題】・特別支援学校における就労を見据えた農福連携の取組に係る実践研究（農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)を踏まえた取組）

・特別支援教育教諭免許状コアカリキュラムを踏まえた教師の専門性向上に係る調査研究

件数・単価 ５課題×約６百万円 委託先 教育委員会、大学、民間団体

担当：初等中等教育局特別支援教育課

令和7年度要求・要望額 0.3億円
（前年度予算額 0.2億円）

○ 近年、特別支援学校等に在籍する子供たちの数が増加傾向にあると
ともに、重複障害者の割合も増加傾向にあり、例えば、他の障害に自閉症
を併せ有する者や視覚と聴覚の障害を併せ有する者など、多様な障害の
種類や状態等に応じた指導がより強く求められるようになっているとともに、
自立と社会参加を見据えた就労支援が求められている。

○ このため、特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施や特別支援
教育の推進において、上述のような政策上の課題となっている事項について、
実践的な調査研究を実施し、特別支援教育の更なる充実を図る。

事業内容

現状・課題
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農福連携等推進ビジョン（2024改訂版）について

〇  令和元年６月に決定した「農福連携等推進ビジョン」に基づき、取組主体数は順調に増加。地域ごとの課題への対応や認

知度の更なる向上等に向けて、「農福連携等推進ビジョン（2024改訂版）」（令和６年６月５日農福連携等推進会議決定）を

決定。「農福連携等を通じた地域共生社会の実現」を目指し、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の連携により、

取組をさらに深めていく。

現 在 の 課 題

農福連携がありふれた選択として地域に浸透する取組が必要

①地域単位でのマッチングを行い、複数の農業・福祉関係者に

より、年間を通じた作業を受委託

②特別支援学校の実技・実習要望に対して農業者による積極

的な協力・支援

●取組のさらなる促進

・取組主体数は３年間で2,226件増加

・取組主体数は農業経営体等が0.3％、障害者就労施設は18％

・農福連携の認知度は7.8%※１

・農福連携を積極的に推進していくと回答した市町村は5.3％

認知度向上のため、企業・消費者も巻き込んだ普及啓発が必要

●取組の輪のさらなる拡大

絆
を
広
げ
る

農福連携等を通じた地域共生社会の実現

※２

４省庁が連携してめざす目標として、 2030年度まで
に、 農福連携等の取組主体数を12,000件以上、地域
協議会に参加する市町村数を200以上と設定

K P I

農福連携等推進ビジョン（2024改訂版）の概要

地
域
で
広
げ
る

●地域協議会や伴走型コーディネーターの活動を
通じて、地域単位の推進体制づくりを後押し

●生産施設等の整備やスマート農業技術等の活用

●地域での多様な連携やノウフク商品のブランド化

●現場で農業と福祉をつなぐ専門人材の育成

●農業の担い手や農業高校の生徒等への普及

●特別支援学校の実技・実習要望に対する農業者に
よる協力・支援

●ノウフクの日（11月29日）等による企業・消費者も
巻き込んだ国民的運動の展開

未
来
に
広
げ
る

絆
を
広
げ
る

●社会的に支援が必要な人たちの農業での就労

●世代や障害の有無を超えた多様な者の交流・参画
の場としてのユニバーサル農園の拡大

●林福・水福連携の推進

※１ 令和５年３月17日一般社団法人日本基金「農福連携に関するアンケート調査結果」（n=1651人）
※２ 令和４年３月17日農林水産省「食料・農林水産業・農山漁村に関する意識・意向調査」（ n= 1272市町村）
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補助
対象
費目

国公私立の特別支援学校に就学する幼児児童生徒
支援
対象

国（国立大学法人）
都道府県・市町村（特別区含む）

実施
主体

国 １/2 （国立分は10/10）
都道府県・市町村 1/2

特別支援教育就学奨励費(負担金・補助金・交付金)
背景・現状
 「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(昭和29年６月法144号、以下「就学奨励法」）では、国及び地方公共団体が、特別支

援学校に就学する児童生徒に対し、必要な援助を行うことが定められており、その趣旨を踏まえ、現在、特別支援学校及び小中学校の特別
支援学級等に就学する幼児児童生徒に対する支援を行っている。

国公私立の小中学校の特別支援学級に就学、若しく
は、通常の学級に就学する学校教育法施行令第22条
の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒等

教科用図書購入費、学校給食費、通学又は帰省に要
する交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学
用品購入費 等

負担
割合

      令和７年度要求・要望額 130億円
(前年度予算額  132億円)

担当：初等中等教育局特別支援教育課

事業内容
 就学奨励法及び予算に基づき、特別支援学校等へ就学する幼児児童生

徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者等の経済状況に応じ、
その就学に要する経費の支援を行う。
令和７年度概算要求においては、
・物価高騰等による「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」 「修学旅行費」の引上げ

・小中高等学校における障害のある児童生徒への通学費の支援拡充 等

の充実を図る。

補助・交付

交付

地方公共団体等

国

保護者等の経済的負担軽減

学校

支給

◆支給イメージ
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特別支援教育支援員の地方財政措置について

学校種 令和６年度 措置予定

幼稚園 8,600人

小学校 49,900人

中学校 13,800人

高等学校  900人

合 計 73,200人
 （69,500人）

○特別支援教育支援員の配置に係る経費の地方財政措置

公立幼稚園、小・中学校及び高等学校等にお
いて、教育上特別の支援を必要とする幼児児童
生徒の学習又は生活上必要な支援を行う「特別
支援教育支援員」を配置するため、都道府県・市
町村に対して、必要な経費を措置するもの。

「特別支援教育支援員」は、幼稚園、小・中学校、高等学校等において、校長、教頭、特
別支援教育コーディネーター、担任教師等と連携のうえ、日常生活上の介助（食事、排泄、
教室の移動補助等）、発達障害等の幼児児童生徒に対する学習支援、幼児児童生徒の
健康・安全確保、周囲の幼児児童生徒の障害理解促進等を行う。

※平成19年度～：公立小・中学校について地方財政措置を開始
平成21年度～：公立幼稚園について地方財政措置を開始
平成23年度～：公立高等学校について地方財政措置を開始

※括弧書きは、令和５年度の措置人数
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６．特別支援教育に関する調査結果について



(１)令和５年度特別支援教育体制整備状況調査結果



③特別支援教育コーディネーターの指名率
（国公私計）

令和５年度特別支援教育体制整備状況調査結果の概要

〇令和４年度と比較し、国公私立・全学校種の合計では、全ての項目の達成率が前回値を上回っている。
特に小・中学校においては、いずれの項目も9割以上の達成率である。（教師の専門性に関する調査結果を除く。)

〇幼保連携型認定こども園や幼稚園、高等学校では、取組が十分でない項目も見られる。

①校内委員会の設置率（国公私計）

(57.3%) (64.6%)

(99.6%) (96.6%)
(87.4%) (86.6%)

②実態把握の実施率（国公私計）

(92.9%) (94.8%) (99.4%)
(96.2%)

(86.6%)
(95.9%)

(46.7%)
(59.6%)

(99.3%)
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④個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成状況（国公私立及び学校種計）

⑤個別の指導計画・個別の教育支援計画における合理的配慮の明記状況、関係機関との情報共有（国公私立別、学校種計）

特別支援学級に
在籍する児童生徒

通級による指導を
受けている児童生徒

通常の学級に在籍
する幼児児童生徒※1

個別の指導計画・個別の教育支援計画の
作成を必要とする幼児児童生徒※2

個別の指導計画 100.0%(99.6%) 99.9%(98.2%) 86.8%(86.0%) 94.6%(93.7%)
個別の教育支援計画 99.9%(99.2%) 99.4%(95.2%) 82.6%(79.5%) 94.0%(91.6%)

国立 公立 私立 合計
合理的配慮の明記 80.2%(82.8%) 93.6%(92.2%) 52.6%(49.4%) 83.6%(80.8%)

情報共有 88.9%(94.6%) 97.9%(96.8%) 82.1%(77.2%) 94.0%(91.6%)

※（）内の数値は、令和４年度の数値である。

(95.4%)
(83.9%) (83.7%)
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80%

100%

0%

20%
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60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%
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※１：通常の学級に在籍する幼児児童生徒(通級による指導を受けている児童生徒を除く)で、学校等が個別の指導計画、個別の教育支援計画を作成する必要があると判断した者。
※２：個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成を必要とする幼児児童生徒とは、特別支援学級に在籍する児童生徒、通級による指導を受けている児童生徒及び通常の学級に在籍する幼児児童生徒（通級による指導を受けている児童生徒を除く)で、

 学校等が個別の指導計画、個別の教育支援計画を作成する必要があると判断した者の計。
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【表】採用後10年までの正規雇用の教員のうち、特別支援教育に関する経験が２年以上ある教員 ※複数回答

〇 小学校、中学校、高等学校において、採用後10年までの教員のうち、通級による指導、特別支援学級の学級担
任、特別支援学級の教科担任、特別支援学校、特別支援教育コーディネーターのいずれかの特別支援教育に関す
る経験をいずれも有しない教員は、小学校で85.5%、中学校で63.6%、高等学校で90.7%(令和5年度)。
※本項目は文部科学省において今回新規に調査したもの。

上段はn値に対する割合、下段は人数を表す。
※「特別支援教育に関する以下いずれかの経験あり」の割合には、経験不詳の者も含む。

小学校
(n=128,856)

中学校
(n=78,553)

高等学校
(n=63,726)

合計
(n=271,135)

85.5% 63.6% 90.7% 80.4%
110,208 49,940 57,783 217,931

1.4% 2.0% 2.1% 1.7%
1,741 1,589 1,362 4,692
9.4% 7.8% 0.8% 6.9%

12,108 6,090 513 18,711
1.5% 29.2% 1.2% 9.5%
1,945 22,928 760 25,633
1.5% 1.6% 0.6% 1.3%
1,880 1,286 400 3,566
2.9% 2.5% 1.6% 2.5%
3,784 1,962 1,039 6,785

9.3% 19.6%

いずれも経験なし

特別支援学校の教職経験

特別支援学級の学級担任の教職経験

36.4%

特別支援学級の教科担任の教職経験

通級による指導の経験

  特別支援教育コーディネーターの教職経験

特別支援教育に関する
以下いずれかの経験あり(※) 14.5%

教員の特別支援教育に関する専門性の向上（国公私立・各学校種）
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通常の学級に在籍する幼児児童生徒※1に対する個別の指導計画の策定状況
（都道府県別※2・公立（指定都市除く）） ※1 特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受けている児童生徒を除く。

就
学
前
（※

３
）

小
学
校

高
等
学
校

92.5％

88.8％

82.5％

中
学
校

86.5％

※3 就学前のデータは、幼保連携型認定こども園と幼稚園の合計のデータであり、指定都市も含む。赤字は全国の合計値から算出した割合である。

対象児童数：(4879)(1080)(3084) (954) (2356) (3516)(2997) (2351) (4120)(2263)(4900)(7228)(13981)(1323) (2339)(1430) (2058) (558) (3559)(1207)(5538) (7489)(4353)(8710) (3655) (4033)(11752)(1729)(1080) (2590)(2392)(6440)(3309) (552) (349) (2158) (2216) (2045) (6851) (1814) (3573)(2781)(3922)(1292) (7640) (1939)

対象生徒数：(1507) (202) (505)  (458)   (633) (1687)  (718)  (332)  (1338)  (564)  (920)  (1639) (2141) (248)  (433)  (523)  (687)    (63)  (629)  (660)  (2387) (2663) (1409)(4061)(1411)(1306)(2988) (327)  (140)   (983)  (305) (2589) (1643) (155)   (36)  (316)    (496)  (509)  (2177) (566)  (975)  (1050) (1387) (535) (2233) (546) 

対象生徒数： (412)  (109)  (278)   (44)     (55)   (170)   (77)     (78)     (71)     (48)    (41)  (187)  (234)  (506)   (187) (34)  (105) (62)    (193) (268)   (144)  (271)  (626)  (1569) (484)  (706)   (550)  (169)   (101)   (257)   (46)   (1583) (704)   (29)     (20)    (22)   (125)   (58)   (854)   (190) (151) (768)  (110)  (177) (193)  (585) 

※2 令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県に対する調査は実施していない。
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対象幼児数： (385)   (0)     (119)   (159)  (68)     (55)   (578)  (388) (52)   (363)  (183)   (531)  (1214) (405)  (101)  (180)  (150)    (5)    (53)   (747)   (836)  (897)  (593) (1804) (400)  (2362) (2321) (1514) (227)  (141)   (143) (1889)  (332)  (192)  (314) (468)  (197)  (57)    (191)   (37)    (59)    (166)  (213)  (15)   (187)  (696) 
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通常の学級に在籍する幼児児童生徒※1に対する個別の指導計画の策定状況
（公立・指定都市）        ※1特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受けている児童生徒を除く。
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学
校

高
等
学
校
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２
）

88.8％

82.5％

中
学
校

86.5％

赤字は全国の合計値から算出した割合である。

対象児童数： (1866)        (2438)        (1355)         (845)           (4380)        (8867)          (1000)         (2369)          (869)           (2351)       (4452)         (3837)        (1324)          (208)         (3190)        (3005)          (4211)         (3157)         (1122)         (2252) 

対象生徒数： (609)           (569)             (99)            (231)          (480)         (1572)         (158)            (552)          (342)            (609)          (699)          (1085)         (787)            (42)           (413)         (1444)          (1899)          (279)          (284)           (637) 

対象生徒数：    (2)               (14)                 (0)                (3)                (17)                 (3)                  (0)                 (0)                 (0)                 (11)               (30)                (0)                (1)                 (74)              (18)               (2)                (0)                 (0) 
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※２ 市立の学校を有しない政令指定都市は除く。 75



通常の学級に在籍する幼児児童生徒※1に対する個別の教育支援計画の策定状況
（都道府県別※2・公立（指定都市除く） ） ※1 特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受けている児童生徒を除く。
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赤字は全国の合計値から算出した割合である。 ※3 就学前のデータは、 幼保連携型認定こども園と幼稚園の合計のデータであり、指定都市も含む。
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対象児童数：      (4879)  (319)  (1835)   (624) (1065) (2917) (2446)  (1470) (2204) (1251)  (4097) (6502) (10108)(2762)  (592)  (293)   (2050)  (184)  (1768) (2150) (3894) (6669) (2548)  (7253)  (2389) (3707) (6053) (807)  (355)   (560)  (2296) (6440) (3034) (1083)  (217)   (988)    (885)    (927)   (6739)  (1211) (2214) (2167) (289)   (873)  (5899)  (1934) 
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対象生徒数  ： (1512)  (115) (395)    (365)   (193)   (1691)  (679)  (268) (598)   (230)   (867)  (1670)  (1808)   (780)   (265)   (184)   (661)    (60)     (457)   (1348) (1638)(2531)  (1178) (3579)  (1212) (1659)  (1967) (245)    (204)    (422)   (370)  (2589)  (1518) (894)    (40)    (204)    (368)   (293)   (2130)  (467)    (774)  (1149)  (116)   (445)  (1688)   (509) 
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対象生徒数：(412)    (97)  (133)    (65)    (34)   (169)   (150)   (127)  (107)  (40)    (37)   (310) (202) (374)  (61)   (34)   (98)     (38)   (115) (558)   (80)   (240)  (438)  (1469) (268) (1099) (565)  (160)   (50)  (371)   (57)  (1583) (625)   (251)  (13)   (20)  (108)  (26)    (941) (275)   (218)  (922)   (92)   (174)   (135)  (680) 

※2 令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県に対する調査は実施していない。
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対象幼児数：   (378)   (0) (63)   (61)    (17)     (35)   (485)  (325)   (45)   (244) (157)  (448) (709)  (138)  (98)     (51)   (147)   (5)      (26)   (719) (790)  (702)  (442) (1382) (250)  (2040) (1519) (908)  (89)    (106)  (152)  (1854) (265)  (129) (207)  (303)  (149)  (21)    (145)   (30)   (65)    (109)   (117) (12)    (155)  (608) 
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通常の学級に在籍する幼児児童生徒※1に対する個別の教育支援計画の策定状況
（公立・指定都市）   ※1 特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受けている児童生徒を除く。
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）

中
学
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小
学
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83.3％

84.2％

赤字は全国の合計値から算出した割合である。

81.5％

対象児童数 ：(1549)    (1560)        (575)       (1262) (1057)       (6306)       (715)      (2066)      (1800)      (2090)    (3916)       (3837)     (1324)       (130)       (647)      (3005)     (2045)        (647)       (991)        (1524) 

対象生徒数：  (413)       (457)         (65)          (264)       (398)       (1193)        (108)        (613)        (846)        (515)      (758)         (1085)       (787)        (30)         (250)        (1444)      (778)       (179)         (209)       (429) 
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対象生徒数：   (2)  (14)            (0)             (2)             (16)            (0)            (0)             (0)               (0)            (40)           (30)            (0)              (3)             (74)           (11)            (2)              (1)             (0) 
※２ 市立の学校を有しない政令指定都市は除く。
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（２）令和４年度通級による指導実施状況調査結果



通級による指導を受けている児童生徒数の推移（障害種別）

（出典）通級による指導実施状況調査（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課調べ）

※令和２年度～令和４年度の数値は、３月３１日を基準とし、通年で通級による指導を実施した児童生徒数について調査。その他の年度の児童生徒数は年度５月１日現在。

※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成18年度から通級による指導の対象として学校教育法施行規則に規定し、併せて「自閉症」も平成18年度から対象として明示

（平成17年度以前は主に「情緒障害」の通級による指導の対象として対応）。

※平成30年度から、国立・私立学校を含めて調査。

※高等学校における通級による指導は平成30年度開始であることから、高等学校については平成30年度から計上。

※小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程、高等学校には中等教育学校後期課程を含める。

※令和４年度については、令和６年能登半島沖地震の影響を考慮して、石川県は国立学校のみ調査を実施し、公立・私立学校に関する調査は実施していない。
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小学校 中学校 高等学校 計

通級による指導を受けている児童生徒数の推移 【学校種別・国公私立計】
〇通級による指導を受けている児童生徒数は全国で198,343人（前年度比＋14,464人）
（小学校・中学校・高等学校に在籍する児童生徒数に占める割合は1.6%）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立、私立学校に対する調査は実施していない。

（人）

H5 H10 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
小学校 11,963 23,629 32,722 34,717 37,134 39,764 43,078 46,956 50,569 56,254 60,164 65,456 70,924 75,364 80,768 87,928 96,996 108,306 116,633 140,255 154,559 164,735

中学校 296 713 930 1,040 1,604 1,684 2,162 2,729 3,452 4,383 5,196 6,063 6,958 8,386 9,337 10,383 11,950 14,281 16,765 23,142 27,649 31,553

高等学校 － － － － － － － － － － － － － － － － － 508 787 1,300 1,671 2,055

計 12,259 24,342 33,652 35,757 38,738 41,448 45,240 49,685 54,021 60,637 65,360 71,519 77,882 83,750 90,105 98,311 108,946 123,095 134,185 164,697 183,879 198,343
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通級による指導を受けている児童生徒数 【小学校：都道府県別（公立）】

（人）

〇公立の小学校において、通級による指導を受けている児童生徒数は全国で164,568人（前年度比＋10,161人）

（公立の小学校に在籍する児童生徒数全体に占める割合は2.7%）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立学校に対する調査は実施していない。
※都道府県の数値には政令指定都市の数値を含んでいない。
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通級による指導を受けている児童生徒数 【中学校：都道府県別（公立）】

（人）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立学校に対する調査は実施していない。
※都道府県の数値には政令指定都市の数値を含んでいない。

〇公立の中学校において、通級による指導を受けている児童生徒数は全国で31,515人（前年度比＋3,906人）

（公立の中学校に在籍する児童生徒数全体に占める割合は1.1 ％）

82



通級による指導を受けている児童生徒数 【高等学校：都道府県別（公立）】

（人）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立学校に対する調査は実施していない。
※市立高校が存在しない相模原市、大阪市は記載していない。

〇公立の高等学校において、通級による指導を受けている児童生徒数は全国で2,013人（前年度比＋390人）

（公立の高等学校に在籍する児童生徒数全体に占める割合は0.1%）
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通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数 【小学校：都道府県別（公立）】

（校）

〇公立の小学校において、通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数は全国で14,792校
（公立の小学校数全体に占める割合は78.6%）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立学校に対する調査は実施していない。 84
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通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数 【中学校：都道府県別（公立）】

（校）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立学校に対する調査は実施していない。

〇公立の中学校において、通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数は全国で4,656校
（公立の中学校数全体に占める割合は50.2%）
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通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数 【高等学校：都道府県別（公立）】

（校）

〇公立の高等学校において、通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数は全国で372校
（公立の高等学校数全体に占める割合は10.7%）

※令和６年能登半島沖地震の影響を考慮し、石川県の公立学校に対する調査は実施していない。
※市立高校が存在しない相模原市、大阪市は記載していない。
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高等学校における「通級による指導」の実施状況（令和４年度実績）

２ 実施状況と課題
全国の高等学校等において、「通級による指導」が必要と判断した2,915人中、実際に「通級による指導」が行われたのは2,055人

（R3年度：1,671人）であり、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒は860人であった。
「通級による指導」を行わなかった理由については、「本人や保護者が希望しなかったため」との回答が最も多かった。

１ 高等学校における「通級による指導」の制度化
高等学校段階においても、小・中学校等同様に、通常の学級に在籍し大半の授業を通常の学級で受けつつ、障害による学習

上・生活上の困難を主体的に改善・克服するために受ける「通級による指導」のニーズが高まっていることを踏まえ、平成３０年度
から制度化。

３ 文部科学省における支援等
（１）高等学校における通級による指導担当教員充実のための定数措置

公立の高等学校及び中等教育学校後期課程において通級による指導のために必要な加配教員348人を措置。
（２）特別支援教育支援員の配置の充実のための財政措置

学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の配置に必要な経費を地方財政措置。
（３）本人や保護者が通級による指導の仕組みや意義等を理解できるようにするための取組

「発達障害のある児童生徒等に対する支援事業」において、学級担任等の通級による指導をはじめとする特別支援教育に関す
る理解を高められるよう、教員等の理解啓発を実施。

（４）「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」の作成・配布
初めて担当する教師にとって分かりやすく、手に取りたいと思うガイドを作成し文部科学省のHPで公開。

(1) 「通級に
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討した生徒
の数

(2) (1)のうち、
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よる指導」を
行った生徒
の数

(5) (3)のうち、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒の数 【理由別】

計
ア．本人や保
護者が希望し
なかったため

イ．通級による
指導の担当教
員の加配がつ
かず、巡回通
級や他校通級
の調整もでき
なかったため

ウ．生徒の障
害に対応した
専門性のある
担当教員がみ
つからなかっ
たため

エ．通級による
指導を実施す
るための教室
等の施設設備
を整備できな
かったため

オ．校内教員
等の関係者の
理解が得られ
なかったため

カ．特別の教
育課程の編成
や時間割の調
整が出来な
かったため

キ．その他

国公私
計 3,581 2,366 2,915 2,055 860 650 24 0 2 4 26 154 
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「特別支援教育体制整備状況調査」及び「通級による指導実施状況調査」
の結果について（周知）（令和６年９月６日付通知）（全文（１）） 

１．体制整備状況調査を踏まえて
○ 特別支援教育体制の整備状況（教師の専門性に関する調査結果を除く）について、国公私立・全学校種の合計値は全ての項

目において前回調査の 数値を上回っていた。特に、小・中学校においては、いずれの項目も９割以上の達成率であった。
他方、幼保連携型認定こども園や幼稚園、高等学校では、取組が十分でない項目も見られるため、引き続きの体制整備に取り組ん
でいただきたいこと。

（校内委員会及び特別支援教育コーディネーターについて）
○ 各学校においては、校長等のリーダーシップの下に、どの学級にも特別な教育的支援を必要としている幼児児童生徒がいることを

前提とした校内委員会の在り方について点検し、校内委員会自体が形骸化しているなど、本来の果たすべき役割が十分に機能し
ていないのであれば、必要な見直しを図る必要があること。また、校内委員会において中心的な役割を果たすとともに、校内の教職
員や、校外の専門家・関係機関との連絡調整等に当たる特別支援教育コーディネーターについて、相応しい教師を適切に指名し、
校務分掌に明確に位置付け、その役割を十分に果たせるよう体制を整備していただきたいこと。

なお、これらの体制を整備するに当たっては、「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について（通知）」
（令和５年３月13日付け4文科初第2441号初等中等教育局長通知）（※１）を参照されたい。
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（個別の教育支援計画及び個別の指導計画について）
○ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画について、特別支援学級に在籍して いる児童生徒や通級による指導を受けている

児童生徒に対する作成状況は国公私立・全学校種計でほぼ100%であった。他方、通常の学級に在籍する幼児児童生徒のう
ち学校等が作成する必要があると判断した者に対する作成状況については、作成されていない学校も見られた。学習指導要領に
おいては、特別支援学校に在学する幼児児童生徒、特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受けている児
童生徒について、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成し活用するものとしているとともに、通常の学級に在籍す
る障害のある児童生徒についても、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成し活用に努めることが示されている。児
童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うため、支援の対象とすべき児童生徒を幅広く把握し
た上で、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成が必要な児童生徒等に対し、その作成と活用を進めること。

○ 「個別の教育支援計画・個別の指導計画における合理的配慮の提供内容の明記状況」については全学校種計で８割程度
の達成率となっている。障害のある児童生徒等については、学校生活のみならず、家庭生活や地域での生活も含め、長期的な
視点に立って幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うことが重要である。このため、特に教育支援の主体が替わる移
行期において、従前の教育上の合理的配慮を含む支援の内容を新たな支援機関等に着実に引き継ぐことが重要であることか
ら、今後より一層、個別の教育支援計画や個別の指導計画の活用に取り組むこと。

「特別支援教育体制整備状況調査」及び「通級による指導実施状況調査」
の結果について（周知）（令和６年９月６日付通知）（全文（２）） 
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（個別の教育支援計画及び個別の指導計画について）
○ また、特別支援学校に在学する幼児児童生徒、特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受けている児童生

徒について、各学校が個別の教育支援計画を作成するに当たっては、当該児童生徒等または保護者の意向を踏まえつつ、医
療、福祉、保健、労働等の関係機関や民間団体と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図ること等について
通知（※２）していることから、その趣旨も踏まえること。

○ なお、合理的配慮の提供については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法律第65号）が
改正され、令和６年度から事業者に対しても義務化されていることから、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する対応指針」（※３）も参考に、合理的配慮の必要性につき一層認識を深めることが求められる
こと。 

（教師の特別支援教育に関する専門性の向上について）
○ 教員の特別支援教育に関する専門性の向上については、「特別支援教育を担う教師の養成、採用、研修等に係る方策につい

て（通知）」（令和４年３月31日付け３文科初第2668号初等中等教育局長、総合教育政策局長通知）において、「全
ての新規採用職員が概ね10年以内に特別支援教育を複数年経験することとなるよう人事上の措置を講ずるよう努める」旨を要
請したところであるが、今回の調査結果では、未だ多くの新規採用教員が採用後10年以内に特別支援教育に関する経験が
２年以上ないことが明らかとなっており、各教育委員会におかれてはこうした人事上の措置を速やかに講ずること。

「特別支援教育体制整備状況調査」及び「通級による指導実施状況調査」
の結果について（周知）（令和６年９月６日付通知）（全文（３）） 
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２．通級による指導実施状況調査を踏まえて
○ 令和４年度に通級による指導を受けた児童生徒数は、小学校・中学校・高等学校の全てにおいて対前年度比増加している。

通級による指導については、本人や保護者がその仕組みや意義等を理解し、納得した上で指導を受け、本人が障害による学習
上又は生活上の困難を主体的に改善・克服できるようにすることが重要である。このことを前提に、教育委員会においては、各学
校が通級による指導を積極的に実施できるような体制の整備に加え、通級による指導を受けることが必要と判断した児童生
徒が指導を主体的に受けることにつながるよう、児童生徒や保護者に対してその意義等の分かりやすい説明に努めること。ま
た、児童生徒が在籍校の慣れた環境で安心して指導を受けられるようにするため、自校通級や巡回指導の一層の促進も進め
ていただきたいこと。

〇 中学校においては、通級による指導が十分に実施されていない都道府県も見られる。令和４年度に文部科学省が実施した、
「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」によれば「学習面又は行動面で著しい
困難を示す」とされた児童生徒は、小学校・中学校において全体の8.8％となっている。このことから、全ての中学校に特別な教
育的支援を必要とする児童生徒が在籍している可能性があることを前提に、各教育委員会においては通級による指導体制の
充実に努めること。

〇 また、高等学校においても、通級による指導が十分に実施されていない都道府県も見られる。同調査結果によれば「学習面又
は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒は、高等学校においては全体の2.2％となっている。高等学校における通級に
よる指導は、平成30年度から制度化されたことも踏まえ、生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じた指導を行え
るよう、各学校においては、通級による指導の制度をはじめ、その必要性や意義について必要性や意義の本人・保護者への普
及・周知に取り組んでいただきたい。また、「個別の教育支援計画」の引継ぎなど、義務教育段階での特別支援学級や通級に
よる指導等との関係に留意していただくとともに、特別支援学校のセンター的機能も十分に活用するなど、指導体制の構築に
努めること。 

「特別支援教育体制整備状況調査」及び「通級による指導実施状況調査」
の結果について（周知）（令和６年９月６日付通知）（全文（４）） 
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https://www.mext.go.jp/content/20230313-mxt_tokubetu02_000028093_04.pdf

（※１）「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について（通知）」
（令和５年３月13日付け4文科初第2441号初等中等教育局長通知）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/181/toushin/mext_00004.html

「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する会議報告」（令和５年３月13日）

（※２）「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」
（平成30年８月27日付け30文科初第756号初等中等教育局長通知）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/mext_02599.html

（※３）「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/10/11/1409653_
01.pdf

「特別支援教育体制整備状況調査」及び「通級による指導実施状況調査」
の結果について（周知）（令和６年９月６日付通知）（全文（５）） 
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７．強度行動障害について



自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、
多動など本人や周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、
著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が
必要になっている状態を意味する用語

✕  もともとの障害
〇 その人の状態のこと

「強度行動障害」とは

強度行動障害支援者養成研修基礎研修資料より 94



強度行動障害になりやすいのは

強度行動障害
自傷・他傷・破壊
非衛生的・異食
極端な固執行動等

急性期の
精神科症状

興奮・混乱
混迷・拒絶等

反社会的行動

非行・虞犯
触法行為等

強い 自閉症の特徴
弱い

最重度

重 度

中 度

軽 度

境界域

標 準

知
的
障
害
の
程
度

この状態像の人が全て
強度行動障害に当ては
まるわけではない！

強度行動障害支援者養成研修基礎研修資料より 95



強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書～概要①～

●強度行動障害の障害特性を正しく理解し、根拠のある標準的な支援※をチームで行うことを基本として、予防的な観点も含めて人材育成を進めることが重要。

※標準的な支援とは個々の障害特性をアセスメントし、強度行動障害を引き起こしている環境要因を調整する支援

●標準的な支援を踏まえて適切な支援を実施し、組織の中で適切な指導助言ができる現場支援で中心となる中核的人材(仮称)の育成※が必要。
【求められるスキル】・自閉スペクトラム症の特性・学習スタイルを説明できる ・構造化の意味を説明できる ・機能的アセスメントが実施できる

・家族の不安等を理解し共感に基づく信頼関係が構築できる ・特性を活かした支援を提案できる 等
※強度行動障害を有する者の支援に取り組む各事業所に配置される想定で育成

●困難事例について中核的人材等に対して指導助言が可能な、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材(仮称)※の育成が必要。
【求められるスキル】・地域の事業所を支え対応力を強化する ・地域の支援体制づくりを牽引する ・支援マネジメント、組織マネジメント 等
※地域の強度行動障害を有する者の人数等の地域実態を踏まえて、都道府県等の広域で必要数を想定して育成

●地域における支援者が互いに支え合い連携して支援を行うことや、率直な意見交換や情報共有等の取組を進めるため、人材ネットワークの構築が必要。

●市町村は、本人とその家族の支援ニーズを適切に把握して支援につないでいくこと、（自立支援）協議会の場を活用しながら地域の支援体制の整備を進めて
いくことが重要。その際、支援につながっていない本人、家族を把握、フォローしていくことが重要。

●相談支援事業所、基幹相談支援センター、発達障害者支援センター等の相談支援機関が、それぞれの役割や強みを活かしながら、相談支援やサービス等に
係る調整を行っていくことが重要。
・相談支援事業所…支援のコーディネート・マネジメント
・基幹相談支援センター…地域の相談支援事業所への後方支援（対応が難しい事案の対応）
・発達障害者支援センター…基幹相談支援センターや相談支援事業所に対して個別事案への対応も含めて助言等により支援

２．支援ニーズの把握と相談支援やサービス等に係る調整機能の在り方

●通所系サービス（主に生活介護）、短期入所、訪問系サービスが地域で安定的に提供されるよう体制の整備を進めていくことが重要。
※強度行動障害の状態によって、通所系サービスに通えない状況となった場合、必要な期間において、行動援護や重度訪問介護、重度障害者等包括支援による個別支援の活用が有効。

●強度行動障害を有する者の居住の場として、グループホームにおける受入れの体制整備を進めていくことが必要。
【利点】・少人数の生活であり生活環境や支援内容を個別化しやすい ・一人一人の特性に合わせやすい ・通所系サービスや行動援護を利用して個別の外出ができる 等
【課題】・少ないスタッフで支援するため、行動障害の状態が悪化した場合に応援体制が取りにくい ・心理面も含めたスタッフの負担が大きい 等

●障害者支援施設では、地域移行に向けた取組を進めつつ、標準的な支援や建物・設備環境を含めた支援力を一層向上することが必要。
【期待】地域の支援体制の中で、行動障害の状態が悪化した者を集中的に支援する必要がある場合の受入れや、緊急の短期入所 等
【課題】それぞれの障害特性に見合った環境を提供することが難しい場合がある 等

●本人、家族が地域で安心して生活できるよう、市町村は地域生活支援拠点等の整備と緊急時対応や地域移行等の機能の充実に取り組む※ことが重要。
※日頃からの支援ニーズの把握が必要。また、入所施設や居住系事業所だけでなく、支援に慣れた職員がいる通所系事業所等の活用も進めていく必要。

●障害支援区分認定調査における行動関連項目の評価が適切に行われるよう、認定調査員の強度行動障害に関する理解の促進を図ることが重要。
●行動関連項目の合計点が非常に高い者等、支援が困難な状態像の者がサービスの受入れにつながっていない状況も踏まえ、受入拡大や支援の充実の観点から、

より高い段階を設定して、報酬面に反映していくことが必要。

３．日常的な支援体制の整備と支援や受入の拡充方策

１．支援人材のさらなる専門性の向上
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●強度行動障害を有する者が状態の悪化により在宅やグループホームにおいて生活が難しくなった場合には、障害特性や行動の要因分析等の適切なアセスメン
トを行い有効な支援方法を整理した上で環境調整を集中的に実施し、状態の安定を図る「集中的支援」の取組※を進めることが必要。
※市町村が主体となり、（自立支援）協議会等を活用して地域全体で本人や家族、事業所を支え、状態の安定につなげていくことが重要
集中的支援の実施にあたっては、本人、家族に対し十分に説明を行い、同意を得ることや、一定の期間を設定し地域で支えていく体制が重要

●集中的支援の具体的な方策としては、以下のようなものが考えられる。
①広域的支援人材が事業所等を集中的に訪問等してコンサルテーションを実施※、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整を進めて

いく方策
※広域的支援人材の派遣に対してインセンティブ等を設定し、人材を派遣することに積極的に協力してもらうための工夫が必要

②グループホームや施設入所、短期入所を活用して、一時的に環境を変えた上で、適切なアセスメントを行い、有効な支援方法を整理した上で元の住まいや
新たな住まいに移行する※方策
※在宅の場合や、グループホーム等に入居したまま対応することが困難な場合等を想定。集中的支援後の移行先の確保が課題であり、送り出した事業所が集中的支援後の
受入体制整備のための広域的支援人材によるコンサルテーションを受けることを条件として設定する等、地域の中で受入先を確保する仕組みを構築しておくことが必要

●集中的支援については、支援ニーズや専門性のある人材の実情を踏まえれば、各都道府県・指定都市や圏域単位といった広域で実施体制を整備※していく
ことを基本とすることが考えられる。この場合であっても、各市町村における地域の支援体制と連動させて、全ての地域を漏れなく支援できるよう、体制を
構築することが必要。
※一旦状態が改善しても、周囲の環境の変化の中で再度状態が悪化することもある。地域の中で市町村が中心となって継続的にフォローする体制を整備することが必要

●幼児期からの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切な関わりが、将来の強度行動障害の状態の予防につながると考えられる。幼児期からこどもの
強度行動障害のリスクを把握し、家族を含めてライフステージを通して地域生活を支えていく体制づくりが必要。

●幼児期・学童期・思春期の支援にあたっては、福祉と教育が知的障害と発達障害の特性に応じて一貫した支援を連携して行い、障害特性のアセスメントや
環境の調整に取り組むなど、行動上の課題を誘発させない支援を提供していくことが必要。

●在宅の強度行動障害を有する児を支援するため、専門性を有する人材が、家庭や事業所、学校 、医療機関等を訪問して調整を行ったり、複数の事業者の
定期的な連携会議に参加して情報共有する等、ライフステージや関係機関の支援を隙間のないような形でつないでいく取組を進めることも重要。

●強度行動障害の状態の背景にある疾患や障害を医療により完全に治すことは難しく、医療の充実と併せて、福祉や教育と連携した支援を進めることが必要。
●精神科病院への入院については、移行先を見据えた介入を行い、入院中から福祉との連携を行うことが重要。また、入院の長期化を防止する観点からも、

精神科医療における標準的支援の実践を進めていくことが重要。
●強度行動障害を有する者が身体疾患の治療を受けられる体制づくりを進めていくことが必要であり、治療に係る負担も踏まえた報酬上の評価について検討を
進めることが必要。また、日頃から福祉と医療の相互の連携を強化していくことが重要。

４．状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方

５．こども期からの予防的支援・教育との連携

６．医療との連携体制の構築

強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書～概要②～
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「強度行動障害を有する児童生徒への支援の充実について（周知）」
各自治体の障害保健福祉・児童福祉主管部局に宛てた「強度行動障害を有する児者への地域の支援体制整備の促進について」

（令和６年６月２７日付けこども家庭庁・厚生労働省連名課長通知）の発出を踏まえ、文部科学省から各教育委員会等に対し、
強度行動障害を有する児童生徒に対して教育と福祉の連携による必要な支援が適切に行われるよう、対応を講ずるよう依頼した
（令和６年７月５日付け）。

※ 強度行動障害を有する児童生徒への支援に関
しては、「新しい時代の特別支援教育の在り方に
関する有識者会議報告（令和３年１月 文部科学
省初等中等教育局特別支援教育課）」においても、
教育と福祉の連携によって研修機会を設けること
等が提言されている。 

強度行動障害とは、自傷、他害、こだわ
り、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動な
ど本人や周 囲の人の暮らしに影響を及ぼす
行動が、著しく高い頻度で起こるため、特
別に配慮された支援が必要になっている
「状態」である。

「強度行動障害を有する児童生徒への支援の充
実について（周知）」（令和６年７月５日付け
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課事務
連絡）

「強度行動障害」について

〇

強度行動障害にはさまざまな状態像が含
まれているが、強い自傷や他害、破壊など
の激しい 行動を示すのは重度・最重度の知
的障害を伴う自閉スペクトラム症の方が多
く、自閉スペクトラム症と強度行動障害は
関連性が高いといわれている。

自閉スペクトラム症は発達早期に存在す
る脳機能の違いであり、社会性の特性、コ
ミュニケー ションの特性、想像力の特性、
感覚の特性等の特徴が見られる。こうした
脳機能の違いに由来 する特性に合わせた関
わりや環境がないことで、日々の生活に強
いストレスを感じることや、 見通しが持て
ずに強い不安を感じる状態が続くことが要
因となり、強度行動障害の状態になりやす
い。

〇

厚生労働省「強度行動障害を有する者の地域支
援体制に関する検討会報告書」（令和５年３月
３０日）

〇

強度行動障害の状態の誘発や
悪化を防ぐ上では、福祉と教育
が障害特性に応じて共通の理解
に基づき連携して一貫した支援
を行うこと等が重要であること。

令和５年４月より、都道府県
が実施する強度行動障害支援者
養成研修（基礎研修・実践研
修） の受講対象者に、特別支援
学校教員等が含まれていること。

個別の教育支援計画の作成・
活用を通じ、学校と関係機関等
の連携を進める必要があること。

https://www.mext.go.jp/content/20240708
-mext-tokubetu01-100002896_01.pdf

こども家庭庁・厚生労働省通知の
うち学校教育に関わる内容を周知

こども期からの予防的支援
（障害児支援における体制整備と教育等との連携）

特別支援学校等との連携強化
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発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

通級による指導を受ける児童生徒数は増加しており、現在、小・中学校においては約15.4万人、高等学校については約1,700人が受けており、このうち、学習障害、
注意欠陥多動性障害、自閉症が約６割を占めている。そして、高等学校における通級による指導については、平成30年度に制度化から6年経過したところ。
今後、通級による指導を受ける児童生徒数はさらに増加すると考えられ、新たな通級指導教室の設置や通級による指導体制の整備、実施形態の検討等が進むこと

が想定される。また、児童生徒が在籍する小・中学校等で通級による指導を受けられるよう、管理職を始めとする全ての教員あるいは学校全体で、より一層、発達障害
を含む特別支援教育に関する理解を深め、特別支援教育を担う教員の育成を図ることが重要である。

現状・課題

事業内容

令和6年度予算額 0.5億円
（前年度予算額 0.6億円）

巡回指導を実施する自治体において、従来の方法等に基づいた巡回指導だけでなく、地理的条件や
地域の実情等を踏まえた新たな巡回指導の方法や環境整備、巡回指導担当教員等の育成等につい
て検討・実証を行い、通級による指導の対象となっている児童生徒にとって効果的かつ効率的な通級に
よる指導に向けたモデルを構築し、全国的な普及を図る。

1.効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業 28百万円

3. 発達障害のある児童生徒等に対する支援に関する家庭・教育・福祉の連携に関する調査研究事業 7百万円(新規)
 発達障害のある児童生徒等への支援においては、外部機関である福祉機関等との連携が重要であることから、学校や教育委員会と福祉関係機関等との連携について、実態の調査や好

事例の収集及び整理などを行い、横展開を図ることで、先進事例の周知啓発を行う。

・巡回指導スーパーバイザーの設置
・外部有識者等を交えた運営協議会等の設置
・近隣市区町村との連絡協議会の設置
・巡回指導担当教員等の育成（後継者育成） 等

都道府県・市区町村教育委員会

A市 B町

・大学
・福祉、医療機関等
（発達障害支援センター等）
・特別支援学校

行政区を超えた連携

助
言
・
参
加

巡回校①

巡回校②

巡回校③

巡回指導担当教員

助言・
コーディネート

巡回指導担当教員と
巡回校との連携の在り方

2. 管理職をはじめとする教員の理解啓発・専門性向上のため
の体制構築事業 14百万円

（１）発達障害を含む特別支援教育に関する育成指標
の作成

（２）特別支援教育に関するキャリアに応じた教師の育ちと学びを関連付けて支える
 仕組みを構築するための組織的かつ体系的なプログラム等の開発

（３）特別支援学級や通級による指導など特別支援教育に関する経験のない
   管理職に対する特別支援教育に関する研修等の機会の充実

都道府県・指定都市
教育委員会 教育センター等

連携 教員育成指標連
動

将来的に自校で通級による
指導を実施するための体制づくり

管理職も含めた全ての教員が発達障害を含む特別支援教育を取り組んでいく
ための体制構築等に関する研究を行う。

担当：初等中等教育局特別支援教育課

件数・単価 ６か所×4.7百万円 交付先 都道府県教育委員会 件数・単価 ４か所×3.4百万円 交付先 都道府県・指定都市
教育委員会

件数・単価 １か所×１団体 交付先 民間団体等



○最後に、文部科学省としては、
障害のある児童生徒誰一人取り残すことなく、個別最適の学

びの実現を目指して、その時点での教育的ニーズに最も的確に
応える指導を提供できるよう、特別支援学校、特別支援学級、
通級による指導、通常の学級といった連続性のある多様な学び
の場の整備を進め、いずれの場においても障害のある児童生徒
と障害のない児童生徒が共に学ぶことができるよう、インク
ルーシブ教育システムの更なる推進に努めてまいります。

関係の皆様におかれては、特別支援教育の一層の充実に向け、
引き続きのご理解とご協力をお願いします。
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